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１．議事日程 

   （平成１７年第３回安芸高田市議会９月定例会第１日目） 

 

平成１７年９月１４日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

於 安 芸 高 田 市 議 場 
日 程 第 １  会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２  会期の決定 

日 程 第 ３  認定第 １ 号 平成１６年度安芸高田市水道事業決算の認定について 

日 程 第 ４ 承認第 ４ 号 専決処分した事件の承認について 

              【平成１７年度安芸高田市一般会計補正予算（第２号）】 

日 程 第 ５ 議案第６０号 安芸高田市税条例の一部を改正する条例 

日 程 第 ６ 議案第６１号 安芸高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日 程 第 ７ 議案第６２号 安芸高田市火災予防条例の一部を改正する条例 

日 程 第 ８ 議案第６３号 平成１７年度安芸高田市一般会計補正予算（第３号） 

日 程 第 ９ 議案第６４号 平成１７年度安芸高田市国民健康保険特別会計 

補正予算（第１号） 

日程第１０ 議案第６５号 平成１７年度安芸高田市介護保険特別会計 

補正予算（第１号） 

日程第１１ 議案第６６号 平成１７年度安芸高田市公共下水道事業特別会計 

補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第６７号 平成１７年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業 

特別会計補正予算（第１号） 

日程第１３ 議案第６８号 平成１７年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計 

補正予算（第１号） 

日程第１４ 議案第６９号 平成１７年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計 

補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第７０号 平成１７年度安芸高田市簡易水道事業特別会計 

補正予算（第１号） 
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 ２．出席議員は次のとおりである。（２０名） 

１番        明 木 一 悦           ２番   秋 田 雅 朝 

３番       田 中 常 洋           ４番    加 藤 英 伸 

６番       川 角 一 郎          ７番    塚 本 近 

８番     赤 川 三 郎       ９番   松 村 ユ キ ミ 

１０番        熊 高 昌 三        １１番   青 原 敏 治 

１２番     金 行 哲 昭        １３番   杉 原 洋 

１４番     入 本 和 男     １５番   山 本 三 郎 

１６番     今 村 義 照     １８番   岡 田 正 信 

１９番     渡 辺 義 則     ２０番   亀 岡 等 

２１番      藤 井 昌 之     ２２番   松 浦 利 貞 

   ３．欠席議員は次のとおりである 

   ５番    小 野 剛 世       １７番   玉 川 祐 光  

 

 

   ４．会議録署名議員 

  １４番    入 本 和 男      １５番   山 本 三 郎 

 

 

 

   ５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２２名） 

市     長    児 玉 更太郎     助     役    増 元 正 信 

収 入 役    藤 川 幸 典     総 務 部 長    新 川 文 雄 

自治振興部長    田 丸 孝 二     市 民 部 長    廣 政 克 行 
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福祉保健部長兼

福祉事務所長    福 田 美 恵 子     産業振興部長    清 水  盤     

建設部長   

兼公営企業部長    金 岡 英 雄     教 育 長    佐 藤  勝   

教 育 次 長    杉 山 俊 之     消 防 長    村 上  紘    

八千代支所長    岡 田 敦 男     美土里支所長    立 川 堯 彦      

高 宮 支 所 長    猪 掛 智 則     甲 田 支 所 長    武 添 吉 丸      

向 原 支 所 長    益 田 博 志     総 務 課 長    高 杉 和 義      

財 政 課 長    垣 野 内  壮     監 査 委 員  上 國 英 登 

 

 

 

   ６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

事 務 局 長  増 本 義 宣    議事調査係長  児 玉 竹 丸 

書 記  国 岡 浩 祐    書 記    倉 田 英 治 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

◯松 浦 議 長   それでは、おはようございます。 

定刻になりましたので、ただ今の出席議員は２０名であります。 

定足数に達しておりますので、これより平成１７年第３回安芸高田市 

議会定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布したとおりであります。 

日程に入るに先立ち、議会事務局長より諸般の報告をいたさせます。 

◯増本事務局長       議長。 

◯松 浦 議 長   事務局長  増本義宣君。 

◯増本事務局長   諸般の報告をいたします。 

第１点、市長並びに教育委員長より、本定例会に説明員として出席

委任するものの職氏名の一覧表が提出されております。 

第２点、市長より３千万円以上、１億５千万円未満の工事請負契約

締結についての報告がありました。 

第３点、監査委員より、平成１７年５月分・６月分・７月分の例月

出納検査結果の報告がありました。 

第４点、市が、資本金の２分の１以上を出資している法人の経営状 

況についての報告がありました。 

それぞれの写しをお手元に配布しておりますので、ご了承ください。 

以上で諸般の報告を終わります。 

◯松 浦 議 長      以上をもって、諸般の報告を終わります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

行政報告 

◯松 浦 議 長   引き続いて、市長から行政報告の申し出がありましたので、これを

許します。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長     本定例会の冒頭にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

平成１７年度も、早半年を経過いたしました。安芸高田市行政も皆

さんのご協力をいただきながら、現在順調に各種事業を執行させてい

ただいております。とりわけ、先月８月２０日には、農畜産物処理加

工施設運営にあたります安芸高田アグリフーズ株式会社を設立いたし、

ご報告会を開催させていただきましたが、本市の安定的な発展と将来

を展望するための大規模事業が、いよいよスタートをいたしました。

円滑な事業開始へ向けて、今後も取り組みを推進してまいりたいと考

えておりますので、力強いお力添えをお願いいたします。 

次に、地域高規格道路東広島高田道路の吉田～向原間が整備路線と

されたことに伴いまして、吉田及び向原の建設予定地の皆様方に８月

２２日から８月２４日までの日程で、地元説明会を開催させていただ

きましたが、事業の概要をご説明申し上げ、おおむね良好な反応をい
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ただいたところでございます。今後は、現地の測量などが行われます

が、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

なお、第２庁舎及び文化福祉施設や広域葬斎場の建設など、具体的

な取り組みを始めておりますので、皆様方には「人・輝く安芸高田」

の早期実現に向けて円滑な市政運営と発展のために、一層のご理解と

ご協力をお願いをいたします。 

また、先日９月６日から７日に来襲いたしました台風１４号につき

ましては、皆様方には大変なご心配をおかけいたしましたが、今回の

台風は、九州北部に上陸後、山口県に再上陸し、島根県沖の日本海を

北上いたしましたことから、強風による被害を警戒しておりましたが、

実際には、進行速度が遅かった関係から、長時間にわたり大雨をもた

らしました。幸いなことに人的被害はございませんでしたが、床下浸

水６棟をはじめ、河川、道路、砂防施設、橋梁及び農地などに被害が

発生いたしております。この台風による大雨の被害は、向原町を中心

に発生をいたしましたが、消防団の皆様方には深夜にもかかわらず、

出動のうえ応急作業へ従事していただきましたことに、深く感謝を申

し上げます。被害の状況はお手元へお配りしているとおりでございま

す。昨今、全国的に異常気象による集中豪雨が頻発しており、局地的

な豪雨災害が発生しておりますが、河川の本流の増水に伴います内水

面排除の問題も含め、今後に課題を残しておるところでございます。

特に台風が襲来した深夜１２時頃から、吉田町内から一斉に災害本部

へ電話がございまして、床下浸水の恐れがあるということでございま

す。というのは、江の川の本流が支流より高くなって結局、ゲートを

上げても本流が逆流するということでゲートを閉めてしまった、こう

いうことで内水面に水がはけなくなった、まあこういう問題がござい

まして、これは大変なことになるということで、土師ダムの事務所と

交渉をいたしました。土師ダム事務所によると、流入量８００トンく

らいあるんで、この半分は規定によって流さないといけんとこういう

ことで４００トン近い３８４トンの水を現在流しているという、１２

時過ぎの情報でございました。この状況が続けばもう江の川の水位が

上がってどうもならんようになる。まあ、すぐ電話で土師ダムに交渉

いたしまして、１００トンほど、何とか無理をしてカットしてもらっ

た、まあこういうことで、間一髪のところで水が減りだしたと、まあ

こういうことでございまして、まあ、建設省の方はもう水があふれ出

した時点ですぐ、吉田の国司を渡るところの建設省の事務所に大型の

ポンプ車を２台持っとりますので、それをすぐ出して、国司で一ヶ所、

それからこちらの国司を渡る橋の所で一ヶ所、まあ、ポンプで排水を

したわけでございますが、まあ、なかなかポンプで排水しても間に合

わんと、まあこういうことですが、江の川の本流が、幸い下がりだし

た、まあこういうことで、間一髪のところで、床下浸水を逃れたとい

うことでございまして、やはり、あの農協の裏の方、また国司、福原、
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竹原、同じような状況であったわけでございます。まあ、その１００

トン放流を減したことによって甲田町でも助かったと、こういうこと

で、本村川のところが、どうしてもせき止められるとこういう問題が

ございました。 

そういうことで、今後にも課題を残したわけでございますが、将来

的には要所、要所に強制排水するポンプを設置する必要があろうと、

まあこのように今考えておりまして、この状態は１０年くらい前にも

吉田町で同じような状況がおこったことがあるわけでございます。ま

あ、今後の課題に取り組んでいただきたいと思っております。 

また、昨日は広島県消防大会がございました。これは、４年に一遍

のポンプ操法の大会もあるわけでございますが、２５チーム県内から

出場いたしました。その中で、安芸高田市からは甲田分団が代表で出

場いたしました。惜しくも、優勝は逃がしたわけでございますが、準

優勝とまあ、こういうことで、大変立派な成績をあげていただきまし

た。とくに、半年に渡って選手の皆さんは訓練を積んでこられたわけ

でございまして、それぞれ関係者の皆さんに大変ご努力いただいたこ

とに対して心から感謝を申し上げたいと思います。 

以上、状況につきまして報告を申し上げました。 

◯松 浦 議 長   以上で、行政報告は終わりました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１  会議録署名議員の指名 

◯松 浦 議 長    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により、議長において、

１４番 入本和男君、１５番 山本三郎君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２  会期の決定 

◯松 浦 議 長   日程第２、会期の決定を議題といたします。 

本定例会の運営について、過日、議会運営委員会を開き、ご協議い

ただいておりますので、その結果について議会運営委員長青原敏治君

の報告を求めます。 

◯青原委員長   議長。 

◯松 浦 議 長   青原敏治君。 

◯青原委員長   定例会についての議会運営委員会の報告をいたします。 

平成１７年第３回定例会の運営につきまして、去る９月８日に議会

運営委員会を開き、次のとおり決定しましたので報告をいたします。 
まず、会期につきましては、お手元の会期日程のとおり本日から９

月２８日までの１５日間といたしました。議事の都合により、９月１

７日から９月１９日まで及び９月２１日から９月２７日までを休会と

いたします。 
本定例会に付議されます案件は、認定１件、承認１件、議案１１件、

計１３件でございます。 
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議案審議についてでございますが、認定第１号、平成１６年度安芸 

高田市水道事業決算の認定について及び議案第６０号、安芸高田市税

条例の一部を改正する条例は、上程の後質疑を受け、その後、それぞ

れ所管の産業建設常任委員会と文教厚生常任委員会に付託することと

します。その他の案件については、すべて付託を省略することにいた

しました。 
また、９月１６日に上程が予定されている、議案第７１号、島根県

邑南町の公の施設を区域内に設置することに関する協議については、

上程の後質疑を受け、所管の総務企画常任委員会へ付託することにい

たしました。 
さらに１件、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の採決

についての依頼が、議長に提出されています。この件につきましては、

文教厚生常任委員会で審議の上、提出の運びとなれば、最終日に議員

発議として上程することといたします。 
一般質問の取り扱いについては、質問は届け出順とし、１日目に８

人、２日目に７人が質問を行うこととして、２日間を予定しています。

なお、時間制限は設けず、質問は１人３回までといたします。 
以上、報告を終わります。 

◯松 浦 議 長      お諮りいたします。 
ただ今の委員長報告のとおり、会期は１５日間とすることにご異議

ございませんか。 

〔異議なし〕 

ご異議なしと認めます。 

よって、会期は１５日間と決定いたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３ 平成１６年度安芸高田市水道事業決算について 

◯松 浦 議 長   日程第３、認定第１号、平成１６年度安芸高田市水道事業決算の認

定についての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

○松 浦 議 長   市長 児玉更太郎君 

○児 玉 市 長   認定第１号、議案名が平成１６年度安芸高田市水道事業決算の認定

についてでございます。本案は、地方公営企業法第３０条第４項の規

定に基づきまして、監査委員の意見を付して、平成１６年度安芸高田

市水道事業決算の認定をお願いするものでございます。 

          まず、収益的収入及び支出の決算額でございますが、収入額が２億

８,９６４万５,７１４円、支出額が２億４,８５５万２３２円で当年度

純利益は３,６２０万５６９円となりました。そのうち、減債積立金と

して２００万円、建設改良積立金として２，０００万円をそれぞれ予

定いたしております。 
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          次に、資本的収入及び支出の決算額でございますが、収入額が２億 

           ９５１万６,４５０円、支出額が２億９,５４４万７,８５０円で、資本 

的収入額が支出額に対して不足する額８,５９３万１,４００円は、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４８９万４,９１３円、

過年度分の損益勘定の留保資金２，１９１万１,８１３円及び当年度分

の損益勘定留保資金５,９１２万４,６７４円で補填するものでござい

ます。 

以上よろしく審議の上、認定をいただきますようにお願い申し上げ

ます。 

○松 浦 議 長      これをもって提案理由の説明を終わります。 

          この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

          公営企業部長 金岡英雄君。 

○金岡公営企業部長      それでは、認定第１号、平成 16 年度安芸高田市水道事業決算の要点

についてご説明を申しあげます。 

まず、１ページ、２ページをお開きください。 
決算報告書の中の収益的収入及び支出の収入でございますが、予算

合計額と決算額、また予算に比べた決算額の増減について数値を朗読

をさせていただきます。 

第１款の事業収益合計額が２億８,７１９万７,０００円、決算額が

２億８,９６４万５,７１４円、増減額としましては、２４４万８,７１

４円でございます。 

第１項の事業収益で合計額が２億８,６９４万７,０００円、決算額

が２億８,９３９万５,１２１円、増減額で２４４万８,１２１円でござ

います。第２項、営業外収益で合計額が２５万円、決算額が２５万５

９３円、増減額が５９３円となっております。 

次に、支出でございますが、第１款の事業費で予算合計額が２億８,

７１９万７,０００円、決算額が２億４,８５５万２３２円、不用額が

３,８６４万６,７６８円でございます。 

第１項の営業費用でございますが、合計額が２億１,６２６万９,０

００円、決算額が２億４００万８,６０２円、不用額が１,２２６万３

９８円でございます。 

第２項営業外費用では、合計額４,４５９万４,０００円、決算額が

４,４５１万４,０７２円、不用額が７万９,９２８円でございます。 

第３項特別損失でございますが、合計額が２万８,０００円、決算額

が２万７,５５８円、不用額が４４２円。 

第４項予備費でございますが、合計額が２,６３０万６,０００円、

不用額が２,６３０万６,０００円でございます。 

次の３ページ、４ページをお願いします。２の資本的収入及び支出

でございますが、収入で予算額合計額が、２億２,３３１万７,０００

円、決算額が２億９５１万６,４５０円、増減額でマイナスの１,３８

０万５５０円。 
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第１項分担金でございますが、合計額４９２万５,０００円、決算額

６２１万６,０００円、増減額１２９万１,０００円でございます。 

第２項工事負担金でございますが、合計額５,１８９万２,０００円、

決算額５,０３０万４５０円、マイナスの１５９万１,５５０円でござ

います。 

第３項の出資金でございますが、合計額４,８３０万円、決算額同額

でございます。 

第４項補助金でございますが５,８００万円、決算額同額でございま

す。 

第５項企業債、合計額６,０２０万円、決算額４,６７０万円、増減

額ではマイナスの１,３５０万円でございます。 

          支出でございますが、第１款資本的支出、合計額が３億５,９１１万

９,０００円。決算額２億９,５４４万７,８５０円。翌年度の繰越額と 
いたしまして５,８８５万４,０００円。不用額が４８１万７,１５０円

でございます。 
第１項の建設改良費でございますが、合計額２億８,８２０万９,００

０円。決算額２億２,４５３万９,６８９円。繰越の合計額で５,８８５

万４,０００円。不用額が４８１万５,３１１円。 
第２項の企業債償還金で合計額７,０９１万円。決算額７,０９０万８,

１６１円。繰越額はございません。不用額が、１,８３９円でございま

す。 
次に５ページをお願いします。５ページは平成 16 年度安芸高田市 

水道事業の損益計算書ですが、１の営業収益は２億７,５６７万７,８７

２円。２の営業費用は１億９,９７８万６,０５５円となっております。

したがいまして、営業利益としましては７,５８７万１,８１７円でござ

います。３の営業外収益では ２５万５５１円。４の営業外費用では３,
９８９万４,２４１円となっており、差し引きマイナスの３,９６４万３,
６９０円でございます。したがいまして、経常利益としましては、３,
６２２万８,１２７円でございます。６の特別損失としましては２万７,
５５８円で、当該年度純利益としましては３,６２０万５６９円でござ

います。したがいまして、前年度繰越利益剰余金と合わせた、当年度

未処分利益剰余金は４,９６８万６,８９７円でございます。 
６ページをお願いします。剰余金計算書でございますが、剰余金の

部の１の減債積立金では、当年度末残高は２,２０７万５,１７５円でご

ざいます。２の建設改良積立金の当年度末残高は３,５０８万８０２円

でございます。したがいまして、積立金合計金額としましては、５,７
１５万５,９７７円でございます。３の未処分利益剰余金としましては、

繰越利益剰余金年度末残高が１,３４８万６,３２８円となり、当年度未

処分利益剰余金としましては、４,９６８万６,８９７円でございます。 
次に、7 ページをお願いします。資本剰余金の部でございますが、

大変申しわけございませんが、ここで修正をお願いいたします。中ほ
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どに、受取利息負担金とありますが、頭付けの番号がダブっておりま

す。誠に申しわけありませんが、負担金以降について、ひとつ番号を

繰り下げていただいて、負担金５、分担金６、その他７というふうに

修正お願いします。大変申しわけございません。以後充分気をつけま

すのでご了承をお願いしたいと思います。 
それでは、１の国庫補助金ですが当年度末残高が１億７,５４１万４,

７０９円で、２の県費補助金の当年度末残高は５,１９２万９,６８６円。

３の一般会計当年度末残高が３億３,９１７万４,８２４円。４の受取利

息の当年度末残高が９４万４,８０８円。５の負担金の当年度末残高が

４億３,１２１万２,１２５円。６分担金の当年度末残高が２億６,６１

４万５０００円。７その他資本金剰余金の当年度末残高が１７３万３,
３０９円でございます。したがいまして、翌年度繰越資本剰余金とし

ましては，１２億６,６５５万４,４６１円となっております。 
８ページをお願いいたします。８ページは事業の剰余金処分計算書

でございますが、１の当年度未処分利益剰余金残高が４,９６８万６,
８９７円で、その内、２の（1）の減債積立金へ２００万円、（２）の

建設改良積立金へ２,０００万円処分することとしておりまして、した

がいまして、翌年度繰越利益剰余金としましては２,７６８万６,８９７

円でございます。 
9 ページをお願いいたします。貸借対照表でございますが、資産の

部で、有形固定資産合計が２３億８,２４３万２,０５５円で、無形固定

資産合計が１５５万４,２１２円となっておりまして、固定資産合計と

しましては２３億８,３９８万６,２６７円でございます。２の流動資産

では、流動資産合計が３億４,００５万９,３３６円でございます。した

がいまして、資産合計としましては２６億８,８０４万５,６０３円でご

ざいます。なお（２）の未収金８,４２８万４,４６６円につきましては、

水道事業からの補償費について、3 月の出納整理の関係で未収金とし

て７,０５３万３,９３３円となっております。また、水道使用料の未収

金としましては１,３７５万４７３円でございますが、平成１７年度 4
月末に納入された分を引きますと、４月末の未収金の額は５８８万７,
２４３円でございます。 
次に、１０ページをお願いいたします。負債の部でございますが負

債合計が１億９,１３５万７,８３９円で、資本の部では資本金合計が１

１億２,３２９万４２９円。剰余金では剰余金合計額は１３億７,３３９

万７,３３５円で、資本合計としましては２４億９,６６８万７,７６４

円でございます。したがいまして、負債資本合計としましては、２６

億８,８０４万５,６０３円でございます。 
１１ページ以降に、それぞれ関係明細書・事業報告書を添付してお

りますのでご一読いただきたいと思います。 
なお、平成１６年度末の給水状況でございますが、吉田・甲田給水

区域内の計画給水人口は１万４,８１０人、給水人口１万４,５１４人で
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給水率としましては、おおむね９８％程度でございます。 
今後とも、使用者の皆様へ安全でおいしい水の供給に努めるととも

に、地方公営企業として経営基盤の強化に努める所存でございます。 
以上でございます。 

○松 浦 議 長      これをもって、要点の説明を終わります。 

この際、本案に関し、監査委員の審査結果の報告を求めます。 

○上國監査委員      議長。        

○松 浦 議 長   監査委員 上國英登さん。 

○上國監査委員   失礼します。 

監査委員から水道決算について、ご報告申し上げます。 

平成１６年度安芸高田市水道事業の決算審査につきまして、ご報告

申し上げます。 

地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき、本年７月４日付け

で安芸高田市長から審査に付された平成１６年度安芸高田市水道事業

の決算について、７月１５日から８月１２日までの期間、田中監査委

員とともに、安芸高田市監査委員監査基準に基づき審査を実施しまし

た。 

審査は、決算及び附属書類について、計数の正確性を検証するとと

もに、関係法令に準拠して作成され、当事業の経営成積及び財政状態

を、適正に表示しているかどうかを主眼として実施しました。また、

当事業が経済性を発揮し、公共の福祉を増進するよう運営されたかど

うかを検討するため、経営成績と財務状態の分析もあわせて行いまし

た。 

審査の結果、審査に付された決算及び附属書類は、それぞれ関係法

令に準拠して適正に作成されており、その計数は正確で、当年度の経

営成績及び当年度末の財務状態を明瞭に表示しているものと認めまし

た。 

なお、事業の実績、予算執行の状況、経営成績及び財政状況等につ

きましては、お手元に配布されております意見書に詳しく述べており

ます。 

終わりに、水道事業の効率的な運営に努力されているところですが、

有収率を向上させるとともに未収金の微収になお一層努力され、健全

な財政運営をもって、安全でおいしい水を安定的に供給されるよう要

望いたしまして、決算審査の報告を終わります。 

以上です。 

○松 浦 議 長   以上で、審査結果の報告を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○岡 田 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １８番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   まず、監査報告の中でですね、全国レベルいうか類似団体、１２団
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体とよく出てるんですが、人口規模だけで比較されとるのか、地形的

にもここ安芸高田市に、吉田町、甲田町、水道会計があるんですが、

こういう、変則的なというんですか、そこらまで似たようなところと

比較しておるのか、どうなんか、これ、ちょっと。 

○松 浦 議 長   答弁を求めます。 

          監査委員 上國英登さん。 

○上國監査委員   通常でございましたら、前年度事業と実績を報告するのが通常でご

ざいますが、ご承知のように合併初年度ということで、前年度と比較

というのは不可能でございます。そういう観点から、類似団体を監査

事務局の方からいろいろ調査をしていただきまして、当高田市に類似

した地域ということで、事務局の方でそういった資料を集めて報告を

させていただきました。 

以上でございます。 

○岡 田 議 員   はい。 

○松 浦 議 長   １８番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   団体名がわかりましたら、２、３ヶ所でもいいですから。 

○松 浦 議 長   答弁を求めます。 

          監査委員 上國英登さん。 

○上國監査委員   はい。ここに資料を持っておりませんので、後ほど監査事務局の方

から答弁をさせます。よろしくお願いします。 

○松 浦 議 長   他に質疑はございませんか。 

○今 村 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １６番 今村義照君。 

○今 村 議 員   これは、双方にお聞きしたいわけでございますが、有収率がですね、

極めて低くなってるわけで主たる要因はですね、事業部におかれまし

ては、どういったことが考えられるのか、また、監査委員会におかれ

ましては、その原因が計数の上でですね、あらわれているものがある

のかどうか、お聞きをしたいと思います。 

○松 浦 議 長   ただ今の質問に対し、答弁を求めます。 

          公営企業部長 金岡英雄君。 

○金岡公営企業部長   はい。ただ今のご質問にお答えいたします。 

ご指摘のように有収率としましては、吉田が８７.５、甲田が、８０.

３、平均しまして８４．８ということで、大体目標を９０％以上に設

定をしたいと考えておりますが、特に甲田町の場合、施設、管路が古

いところがございまして、やはり漏水が多いというのが一つの大きな

要因であると考えております。 

今後は、ここらにつきましても、有収率をあげるために予算の許す

範囲の中で、ある程度整備を進めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   引き続き、答弁を許します。 

          監査委員 上國英登さん。 
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○上國監査委員   有収率について質問でございますけど、ご承知のように、有収率と

は年間有収水量。まあ、収量に繋がる水量を年間の配水量で割った数

値でございますが、施設効率を見る場合、施設の可動状況がそのまま

収益に繋がっているかどうかについては、この率で確認することが必

要でございます。有収率が低いということは、まあ、漏水が多いこと、

またメーターの不都合等いくつかの要因が考えられますが、先ほど部

長の方からご報告がありましたように、甲田地区につきましては、ま

あ、管路が古くなっとるということで、大変、まあそういう面では問

題があるように認めました。 

有収率を向上するためには、収益率の向上対策を講ずる必要がある

かと存じます。以上でお答え終わります。 

○松 浦 議 長   他に、質疑ありませんか。 

           〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りします。 

本案については、所管の産業建設常任委員会に付託し、審査するこ

とにいたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

◯松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

          よって、本案については、産業建設常任委員会に付託して審査する

ことに決定をいたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４ 承認第４号 専決処分した事件の承認について 

◯松 浦 議 長   日程第４、承認第４号、専決処分した事件の承認についての件を議

題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   承認第４号、議案名が専決した事件の承認についてでございます。

平成１７年度安芸高田市一般会計補正予算第２号。本件は、地方自治

法第１７９条第１項の規定により、平成１７年度安芸高田市一般会計

補正予算第２号を別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

に基づいて報告し、議会の承認を求めるものでございます。 

          既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，７００万円を

追加し、予算の総額を２２９億７，０４７万２，０００円とするもの

で、歳入につきましては県支出金３，７００万円を追加いたし、また

歳出につきましては総務費３，７２０万円を追加し、予備費２０万円

を減額するものでございます。主に、９月１１日に執行されました衆

議院選挙の選挙費用でございます。 
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以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際担当部長から要点の説明を求めます。 

○新川総務部長   議長。 

○松 浦 議 長   総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   要点の説明をいたします。 

          このたびの補正につきましては、８月８日の衆議院の解散に伴いま

して、先日の９月１１日に衆議院議員総選挙が執行となりましたこと

から、選挙執行費を専決処分により追加したものでございます。 

６ページをお開き下さい。歳入でございますが、１５款の県支出金

３項の委託金、１目の総務費委託金３，７００万円の増額は、衆議院

議員選挙費委託金を計上いたしたものでございます。 

続きまして、７ページの歳出でございますが、２款の総務費４項の

選挙費３目の選挙執行費３,７００万円の増額は、第４４回衆議院議員

総選挙費並びに最高裁判所裁判官国民審査執行経費を計上いたしてお

ります。第１の報酬でございますが３９２万１，０００円は、投票立

会人、また、開票立会人、また、投票管理者、開票管理者等１９６人

分の報酬でございます。３節の職員手当等でございますけれど、２，

１２９万５，０００円は、投開票事務に伴います一般職員人件費でご

ざいます。７節の賃金でございますが５４万３，０００円は、期日前

投票等事務の臨時職員賃金でございます。１１節の需用費４５３万２，

０００円は、ポスター掲示板、投票の入場券、選挙啓発費等の事務消

耗品でございます。１２節の役務費２０４万９，０００円は、投票入

場券、選挙公報郵送料等の通信運搬費でございます。１３節の委託料

３１３万５，０００円でございますが、ポスター掲示板設置撤去委託

費、また選挙啓発広報発送委託費でございます。１４節の使用料及び

賃借料１３万７，０００円は、投票所借上料が主なものでございます。

１８節の備品購入費でございます。１５６万８，０００円は、投票用

紙の交付機、計数機等の購入費でございます。 

以上で要点のご説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

お諮りします。 

本案は委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

◯松 浦 議 長     ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○渡 辺 議 員     議長。 

◯松 浦 議 長     １９番  渡辺義則君。 
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○渡 辺 議 員     お尋ねをいたしますが、予算の方というよりは執行の方でちょっと

お尋ねをいたしたいと思いますが。候補者の広報紙、いわゆる新聞型

のかたちで、これまでは写真入りあるいは経歴等々、印刷されたもの

が配布をされておったようでございますが、先般来、合併してからは、

新聞折り込みというかたちになっておるようにも聞いておるんですが、

今回それが、どのような方法で、対応されたのか伺ってみたいと思い

ます。 

◯松 浦 議 長     答弁を求めます。 

○高杉総務課長     議長。 

◯松 浦 議 長   総務課長 高杉和義君。 

○高杉総務課長   はい、今回の衆議院選挙におきましては、選挙公報につきましては、

基本的に新聞折り込みを利用しての周知となりました。ただ、一部の

地域につきましては、行政嘱託員にお願いしたところもございます。 

以上でございます。 

○渡 辺 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １９番 渡辺義則君。 

○渡 辺 議 員   それがですね、全戸に行き届いてないように承った例もあるわけな

んです。そこのいきさつがどういうことかは、私も定かではございま

せんが、いわゆる市民にくまなく満遍に公平にこの公報が配布できな

いものか、担当課長さんの答弁を求めます。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質疑に対し答弁を求めます。 

○高杉総務課長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務課長 高杉和義君。 

○高杉総務課長   市民の方にくまなく、その選挙公報が行きわたる方法ということで

従来は、行政嘱託員に緊急的に、臨時的にお願いをいたしまして、配

布した経緯もございます。ただ、時間的な余裕、時間的な関係とか、

なかなかその行政嘱託員に理解を、急にお願いをするということが難

しい。ただ、選挙の前までに、それが届かなくてはならないという、

日にち的な問題もございまして、基本的に、新聞折り込み等を利用さ

せていただいたわけです。ただ、新聞を購読しておられない方等が、

この前の選挙でも把握できておりますから、そういう方につきまして

は、事前に行政嘱託員の、前回の機会におきまして、そういう方につ

きましては、申し出をしていただいたら、市の方から直接そういう方

に対しては、公報を送るようにしております。 

その周知につきましても、本所だけでなしに、支所の方からも窓口

になっていただくようにということで、各戸に配布することにつきま

しては鋭意努力をして、それが行き届くことが完全に行き届くように

配慮して、今回臨んできたわけでございます。 

○渡 辺 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長     １９番、渡辺義則君。 

○渡 辺 議 員   はい。執行者のお考えは理解もできますが、やはり、どちらかと言
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いますと、弱者にこれが届いてないというふうに、一人暮らしの方と

か、高齢者の方々、こういった方々に、届いてないように伺っており

ます。 

今後、行政嘱託員というのは市の嘱託でもございますので、その辺

はよく説明をなさって、国民が等しく判断ができるような資料提供を

お願いをして終わります。 

◯松 浦 議 長   答弁はいいですか。 

○渡 辺 議 員   あれば。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質疑に答弁を求めます。 

総務課長 高杉和義君。 

○高杉総務課長   ただ今の意見は貴重なご意見として承って、内部でもしっかり検討

させていただきたいと思います。 

○金 行 議 員   はい。 

◯松 浦 議 長   １２番 金行哲昭君。 

○金 行 議 員   １２番、金行でございます。１点お聞きします。委託料になるかも

わかりませんが、今回のように、前々日だったですかね、台風が来ま

して、私が拝見しますところ、各掲示板が取ってあったところがござ

いまして、あれは、選挙管理委員会の方で、強制的に取ってつけられ

たのか、そこらの予算、お金は二重ということになるのか、その１点

お聞きします。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に対し答弁を求めます。 

○高杉総務課長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務課長、高杉和義君。 

○高杉総務課長   台風１４号が非常に大型であるということと、風と雨が同時に含ん

でおるというふうなことで、市の方としましても、県の方へ掲示板に

つきまして、撤去すべきかどうか、そういうふうな話が県内の選管の

方から問い合わせがあるかどうかということも含めまして、県の方に

事前に問い合わせをしました。 

県の方ではそういう問い合わせはないということでございましたが、

急遽、県の選管の方から、ファックスがまいりまして、県としまして

も、市町村の選管の判断で、ポスター、掲示板が飛ばされると、破損

される恐れがあったら、撤去をするようにというふうなことがござい

ました。 

市の選管といたしましても、台風の状況等を把握、鑑みまして、撤

去をするということで決定をいたしました。そして、また、業者には

撤去並びに設置をしていただくことになっております。 

ですから、ここに計上予算で揚げております内容等につきましては、

一部費用がかかるということになってきますから、少し科目を、節を

替えての支出になろうかと思います。ですから、それにかかる費用に

つきましては、この予算等ではみておりません。ですが、この全体の

予算の執行経費の中では納まるように考えております。ですから、こ
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の撤去設置につきましては、二重の費用がかかるものと考えておりま

す。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

○岡 田 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １８番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   台風の関係もですが、番号が非常に不揃いだったんです。これは、

どういう手違いで、そのようになったのかお尋ねします。掲示板の吉

田の庁舎の前が１番だったのが５番があったり、５番のところに８番

があったり、いうような所が市内では何カ所くらいあったのか、間違

いがそれを修正するのに、一つは撤去して、修正するのに、便利がよ

かったんかなと思ったりしたんですが、なんぼあったんですかこれは。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に対し答弁を求めます。 

○高杉総務課長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務課長 高杉和義君。 

○高杉総務課長   掲示板を撤去いたしまして、再度貼り付ける時の番号等が不揃いで

あったということでございますが、その分につきましては、業者の方

にお願いしたのは、できるだけ早く設置をしていただきたいというふ

うなことをお願いした関係で、多少不揃いがあったんではないかと思

います。 

○岡 田 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １８番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   私いらんことを言いましたけど、最初に立っとったんが間違うとっ

たんです。最初にできとったものが間違うとった。それは、選管はつ

かんでないんですか。だから、全部、間違ったところは修正しとるで

しょ。もうないけ、わからんですけど。それ何カ所だったかというこ

とをつかんでないんですか。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に対し答弁を求めます。 

○高杉総務課長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務課長、高杉和義君。 

○高杉総務課長   私の方では数というのは把握をしておりません。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

○青 原 議 員     議長。 

◯松 浦 議 長      １１番 青原敏治君。 

○青 原 議 員   先ほど、金行議員さんが聞かれたことなんですが、関連して少し聞

いてみたいんですが、台風が来て撤去したよと、また設置をしたとい

うことで、さっき、課長の答弁の中では、今の３，７００万円の中で

済ませたいというふうに聞いとるんですが、いっぱいいっぱいの予算

を組んでこれだけのものでやっとられるのに、その費用をどっから捻

出されるのかなと、この費用の中でどういうふうにされるのかという

ことを、ちょっと聞いてみたいんですが、よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に対し答弁を求めます。 
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○高杉総務課長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務課長 高杉和義君。 

○高杉総務課長   予算の中では非常に厳しい予算の査定をいただきまして、計上をい

たしておるわけです。ただ、県から入ってくる補助金、委託料が３，

７００万だろうというふうな前提のもとに、この予算をそれぞれつけ

ております。 

ただ、今回台風等によって、それぞれ私どもの選管もそうですが、

他のところもそういうふうな被害があろうという報告をされておりま

すので、追加費用等も考えられるということの中での整理を、できる

んじゃないかという気がいたしますし、もし仮にそれが難しいという

ことになりますと、もう一度、この費用の中を再チェックをして、そ

の予算の執行に厳正にあたってまいりたいと、こう考えております。 

○青 原 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １１番 青原敏治君。 

○青 原 議 員     先ほど金行議員に答えられた答弁と、今の答弁がちょっと食い違う

ように思うんですが、どういうことなんか、もう一遍説明をしてもら

えますか。これ撤去して設置するということになると、倍の費用がか

かるわけですね。そうすると、その費用の内でやるということは業者

を泣かすのかというふうな思いがするんですが、さっきの金行議員の

答弁と今の答弁がちょっと食い違うんで、そこのとこも併せて答弁願

います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

○高杉総務課長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務課長 高杉和義君。 

○高杉総務課長     今回の台風による被害等は当初この予算の計上、予算をたてる時に

は、予想をしておりません。そういうふうな関係で、仮に、この費用

が捻出されないという時には、改めて、補正等のお願いをいたしたい

と、こう考えております。できれば、予算の執行等につきましても、

もう一度チェックをいたしまして、再度財源の残った部分がないかと

いうことをもうちょと精査させていただいて、どうしてもという時に

は、再度、補正予算等をお願いするようになろうかと思います。 

◯松 浦 議 長      暫時休憩といたします。１１時５分、１０分間ほど。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時５７分 休憩 

午前１１時０５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長      それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

ただ今、青原議員の質問に対して、高杉和義総務課長、再答弁を求

めます。 

○高杉総務課長      まず最初に掲示板の番号と実際の番号が違っていたということでご

ざいますが、これにつきましては、その事実が判明した段階で、その
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設置しました業者に対して、うちが指示した掲示板の番号での設置を

するようにということで、指示をした結果、訂正番号が、訂正になっ

たものと考えております。 

それと、ポスターの掲示版の設置、一時的な設置撤去でございます

が、ポスター掲示板そのものが、今のとこは限られた業者がそれを製

造しとるというふうなことで、その代替えがいざという時には間に合

いません。その関係で一時的に避難さすことが、この選挙を執行して

いく上で大事だろうという判断のもとに、一時的な撤去をさせていた

だきました。 

ただ、その設置に、今度撤去して設置する分につきましては、表の

１枚のポスターの掲示場、その板そのものでございますから、全体を

設置をするということにはなりませんから、経費等も当初、設置撤去

でみた費用の倍かかるということではないと、こう考えております。 

いずれにいたしましても、それにかかった費用等につきましては、

県の方にその経費を要望してまいりたいと、こう考えております。 

先ほど答弁いたしました内容と少し違っております。訂正してお詫

び申し上げます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

○明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   節７の賃金ということで、先ほどの説明にありました、前日までの

投票ということで、臨時職員を雇う賃金だということで説明を受けま

したけど、この場合、直接雇用されたのか。それとも、どこか人材派

遣会社等を利用されたのか、ご説明いただきたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

○高杉総務課長     議長。 

◯松 浦 議 長     総務課長 高杉和義君。 

○高杉総務課長     期間が短期間でございます。直接、市の方で雇用をいたしました。 

◯松 浦 議 長     他に質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長      これより討論に入ります。 

                    討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長     これより承認第４号、専決処分した事件の承認についての件を起立

により採決いたします。 

本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔起立多数〕 

起立多数であります。 
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よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第５ 議案第６０号 安芸高田市税条例の一部を改正する条例 
◯松 浦 議 長   日程第５、議案第６０号、安芸高田市税条例の一部を改正する条例

の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長     議長。 

◯松 浦 議 長     市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長      議案第６０号、議案名が安芸高田市税条例の一部を改正する条例で

ございます。本案は平成１７年度の税改正に伴います地方税法等の一

部が改正されたことから、安芸高田市税条例の一部を改正するもので

ございます。 
この改正は、国において経済の状況は、産業再生と不良債権処理を

はじめとする構造改革の推進により、企業収益が大幅に改善され、定

率減税が実施された平成１１年度当初と比べ著しく好転しているとい

う判断から、景気対策のための特例措置として導入していた定率減税

を見直し、定率減税の縮減を実施されるもので、併せて三位一体改革

の中で、国地方を通じた個人所得課税の抜本的見直しを行うものでご

ざいます。具体的には市民税における６５歳以上のものに係る非課税

措置の廃止で、平成１８年度課税分より実施するものでございます。 
以上、よろしく審議の上、議決を賜りますようにお願いをいたしま

す。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長より要点の説明を求めます。 

○廣政市民部長   議長。 

◯松 浦 議 長   市民部長 廣政克行君。 

○廣政市民部長   議案第６０号の要点のご説明を申し上げます。予め、説明資料をお

配りしておりますので、よろしくお願いします。なお、定率減税につ

きましては、地方税法の改正によるもので、税条例の改正条項であり

ませんけども、現行は４万円を限度額として、税額の１５％を控除す

ることになっております。平成１８年度より２万円を限度といたしま

して、税額の７．５％を控除することになりましたので報告をいたし

ます。 

それでは、資料の１ページ目の市民税についての改正を説明いたし

ます。改正条項の２４条第１項第２号でありますが、規定の内容は、

個人市民税の非課税の範囲の規定でありまして、改正の内容は年齢６

５歳以上のもので、前年の合計所得が１２５万円以下のものについて

は非課税としていたものを、課税の対象とするものであります。平成

１８年度分より課税となりますけども、経過措置といたしまして、平

成１７年１月１日現在満年齢６５歳以上で、かつ前年の合計所得が１
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２５万円以下のものについては、平成１８年度分は、所得割均等割と

も算出税額の３分の２を減額いたしまして、平成１９年度においては、

３分の１を減額することとなっております。なお、退職手当について

は対象となりません。 

次に３６条の２、第１項、第３項でありますが、規定の内容が個人

市民税の申告についての規定であります。改正の内容は、給与支払者

の給与支払報告書の提出義務について、年度中途の退職者についても、

支払い金額３０万円を超えるものについては、給与支払報告書の提出

を義務づけたものであります。これにつきましては、フリーターの増

加など、雇用体系の多様化、雇用の流動化に対応するもので、平成１

８年支払いから対象となります。 

続きまして、附則第８条第１項でありますが、規定の内容は肉用牛

の売却による事業所得に関わる市民税課税の免税について規定されて

いるものであります。改正の内容は本規定の対象年度を３年間延長し、

平成２１年度までとするものであります。 

次に附則第１６条の４、第１項、第２項でありますが、地方税法改

正によります、字句の整理であります。 

附則第１９条第１項から第５項について、規定の内容は株式等の譲

渡所得に係る市民税の課税の特例について規定してあります。現在、

適用停止となっております、公開株式の譲渡所得に係る所得を２分の

１にすることの特例措置が、平成１８年分より廃止されることになり

まして、該当条項であります第２項を抹消いたしました。その結果、

各項におけます関連条項の異動と字句の整理を行ったものであります。 

次に新設附則第１９条の２でありますが、本規定は新たに定められ

たもので、規定の内容は特定管理株式が価値を失った場合の株式の譲

渡所得等の課税について定めたものであります。内容は特定口座で管

理されていた株式の無価値化によります損失を、株式等の譲渡損失と

みなしまして、損失処理の対象としたものであります。平成１７年４

月１日以降に発生したものが対象となります。 

続きまして、附則第１９条の２、附則第１９条の３は、附則第１９

条の２が新たに創設されたためによります、条項の異動と、今回の改

正に伴います字句の整理であります。 

附則第１９条の４は、当該条を抹消するものであります。 

附則第１９条の５は、今回の改正に伴います字句の整理であります。

次に、附則２０条についてでありますが、規定の内容は、特定中小 

会社が発行しました株式の譲渡の課税についての特例について、規定

してあります。改正の内容につきましては、今回の改正に伴います条

項異動と字句の整理であります。 

なお、施行日につきましては、第２４条、第３６条、附則第１９条

の新設の附則第１９条の２、附則第１９条の２から附則第１９条の５、

附則第２０条並びに改正附則第２条２項から９項までは、平成１８年
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１月１日となります。 

続きまして、固定資産税関係の改正についてご説明をいたします。

この度の改正につきましては、震災等自然災害によります避難指示 

が長期に及ぶ状況が増え、家屋等の復旧ができない状況が近年続いて

おると、災害後の固定資産税に係ります特例措置の適応が困難な状況

が生まれるなど、不都合が生じてきているとされております。 

このような状況を踏まえまして、避難が長期に及ぶ場合の固定資産

税について、対策が講じられたものであります。 

改正条項第６３条の３第２項でありますが、規定の内容は、区分所

有家屋の敷地の被災許容土地の税額按分の申し出について規定してあ

ります。改正の内容につきてしては、被災後２年間家屋が滅失した共

用土地について、申し出による按分で課税される規定を、避難解除後

３年間対象とすることを加えたものであります。 

次に７４条の２第１項関係についてであります。規定の内容は被災

住宅用地の住宅用地の特例の適用について規定してあります。改正の

内容につきましては、被災後２年間被災によります居住用住宅が、滅

失した土地について住宅用地の特例の適用がされておりますが、避難

解除後３年間まで対象とすることを加えたものであります。 

終わりに附則第１０条の３第１項、第２項でありますが、規定の内

容につきましては、阪神淡路大震災に係ります固定資産税の特例適応

の申告について規定してあります。改正の内容につきましては、復興

支援のための税負担の軽減措置であり、現状を踏まえ、平成２０年度

まで適応期間の延長をされたものであります。 

固定資産税に関する改正条項につきましては、公布の日から施行い

たしまして、平成１７年度分から適用いたします。 

なお、議案第６０号の４ページ、５ページの中盤になりますけども、

日付空欄につきましては、可決の日といたしますので、ご了承いただ

きたいとこのように思います。 

以上、税条例の改正についてご説明を終わります。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○熊 高 議 員     議長。 

◯松 浦 議 長     １０番、熊高昌三君。 

○熊 高 議 員      １０番熊高です。税条例の改正ということですが、先ほど市長の方

から議案の提案理由で、国の方の示した流れということで、経済が上

向きになってきたと、そういう流れの中で、６５歳以上の減免を課税

にするというような趣旨で説明されたと思うんですが、そういった全

国的には状況であるというふうな動きなんでしょうけども、そうとし

てみれば、安芸高田市の経済状況、こういったものは、全国の指標に

比べてどういう状況になっておるのか。全国と同じような状況という
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のは考えにくいわけですけども、安芸高田市とすれば現状はどうであ

るか。それによって国が示した条例変更であるというふうにしても、

市としては、このまますんなり受け入れて提案されたということです

が、そういった状況をどのように市長は把握をされ、判断をされて、

この議案を提案されたのかというところを、少しお聞きしたいと思い

ます。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質疑に答弁を求めます。 

○児 玉 市 長     議長。 

◯松 浦 議 長     市長、児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長      今回の税条例の改正については、国はただ今ご質問のように、景気

回復ということを認めてのこの改正ということでございます。 

しかし、我々としては、この地方の実態というのは、必ずしも国が

示す景気回復の指標どおりにはいっていないと、こういう判断を我々

はしています。具体的には、指標がそうするといくらになっとるとい

うことは、ちょっとまだつかんでおりませんが、我々が経験的な感じ

としては、やはりまだ地方は回復が遅いと認識をしております。 

そういうことで、今回国の税条例の改正でございますので、これを

しないというわけにはいきませんが、我々としては、あくまでも景気

回復に努力をすると、そういう認識で取り組んでいきたいというふう

に思います。 

○熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   はい。１０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   はい。市長のご答弁のように私も考えますが、できれば、こういっ

た機会に、市の経済状況も全国の指標に比べてどうか、把握をしてみ

るいいチャンスかなと思いますので、かなりいろんな数値というのが

取り方によっては色んなかたちで出ると思いますが、せっかくの機会

ですからそういった指標というのも、我々もぜひ知りたいという思い

がしますので、全国に比べてどうなんかというのを今後聞かせていた

だく機会をつくっていただけたらと思いますし、まあ当然１８年、１

９年というふうに、移行期間というようなかたちもありますので、す

ぐどうこうという影響というのは少ないと思いますが、やはり、安芸

高田市という自治体として、市民の状況をどういうふうに把握するか

ということも大事だと思いますんで、そこらの取り組みもぜひお願い

したいと思います。 

○松 浦 議 長   答弁を求めます。 

          市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   ただ今のご質問に対して、どういう方法で指標をつかんでいくかと

いうのは、やはり専門的な問題でもございますので、今から充分に研

究していかないといけん問題だと思いますが、今ご意見のとおり、我々

としても、主体的にこの地域がどうなっとるのかというのは、調査の

必要があろうというふうに考えて、その方向で研究していきたいと思
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います。 

○松 浦 議 長   他に質疑ありませんか。 

○明 木 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   はい。今、ただ今市長の答弁がありましたけど、実際にこの国とし

てですね、定額税率化ということでしてね、進めている。で、景気の

回復を見ているということで、安芸高田市においてはどうかとありま

したけど、やはり国に準じてそれを行っていく必要があり、景気の回

復の方を努力していくという答弁があったと思われるんですけど、し

かしですね、景気回復を努力していくと言われましてもですね、非常

にまだまだ地方においては厳しいものがあると感じます。で、この実

際に経過措置もとられているわけですけど、３年後の平成２０年から

はですねこれは、例えば、百歳の超高齢者の方がですね、１２５万以

下の収入があったとしても、これは課税をされていくわけです。そう

なればですね、やはりそういう超高齢者、または障害をかかえられる

高齢者の方、そしてやっぱり先行き不安な年金生活者だけの方といろ

いろな方がいらっしゃいます。そういう方にはやはり、生活費、食費、

交通費とかですとかね、特に地方では交通費がかかります。どこに行

くにしてもですね、安芸高田市内に公共交通なんてありません。そう

いう交通費まで捻出しなければいけない。医療費もかかってきます。 

 当然そういう中で、無差別にですね、市税を取っていくというかた

ちはですね、やはり、この協働のまちづくりと言われている安芸高田

市にとっては、ふさわしくないんじゃないのかなと感じます。 

やはり、弱者に対する配慮が安芸高田市の特徴特色として必要では

ないかと感じます。そこで安芸高田市にあった考え方を、もう少し練

って条例化にするにしても、国に沿ったかたちじゃななくても、特色

のあるかたちのものをつくっていくことが大事だと感じますが、市長

はどのようにお考えでしょうか。 

○松 浦 議 長   答弁を求めます。 

          市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   国の示した条例をそのまま安芸高田市として採用するかどうかとい

う判断というのは、ちょっと私も今まで経験したことがございません

ので、ちょっと研究をさせていただきたいと、このように思います。 

 まあ、それ以外の弱者対策というのは、当然、我々としてはやって

いかにゃいけん問題であろうと、このように思いますので、議員さん

おしゃるとおりの、今後、特に地方での弱者対策というのは、我々と

しても真剣に取り組んでいく必要があろうと思います。 

○明 木 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   はい。１番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   はい。であればですね、ぜひそのあたりをもう少し研究していただ

いてですね、まあ、特区というかたちもとれるでしょうし、いろんな
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ことがとれると思います。 

特に、高齢者に繋がる安芸高田市です。そういう中で、ぜひそのあ

たりをもう少しお考えになって、例えば、経過措置についてもですね、

こういうかたちを取るんではなくて、もう少し景気回復に努力をされ

るということであればですね、５年間ぐらいの経過措置をもってその

時の状況を見て、またこの条例を提案していくというかたちもとれる

と考えます。 

ぜひ、その辺に対してもう少し努力していただきたいということを

お願いするとともに、これについては付託をされると思うんですけど、

そのあたりぜひ常任委員会の方でもぜひ協議をしていただきたいと思

います。 

答弁いりません。 

○松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

○杉 原 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １３番 杉原洋君。 

○杉 原 議 員   はい、１３番。ちょっとお尋ねするんですが、肉用牛の売却による

事業所得にかかる市民税の課税の特例や、３年間ほど措置をされるわ

けでありますが、国保税についてのこういった措置というのはとって

いただけないか。また、国保については今までないんですよね。ここ

らあたりは、どういったわけで適応にならんのかということをお尋ね

してみます。 

○松 浦 議 長   はい。市民部長 廣政克行君。 

          答弁を求めます。 

○廣政市民部長      市税と国保税の関係でありますけど、市税は先ほどございますよう

に、基本的な条例を設置してそれぞれ特例処置等を設けて対処してい

くとこでございます。 

国保につきましては、ご承知のように資産と所得というひとつのか

たちをとっていますので、原則的にはそういう一つの特例処置は設け

てないということでございます。 

要するに所得と資産と均等、それぞれ半分ずつの算出を設けており

ますので、そういった点は国保の方では対応できてないとこのように。 

○松 浦 議 長   他に質疑ありませんか。 

           〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

          お諮りします。 

本案については、所管の文教厚生常任委員会に付託して審査するこ

とにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長     ご異議なしと認めます。 

よって、本案については文教厚生常任委員会に付託して審査するこ
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とに決定いたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第６ 議案第６１号 安芸高田市国民健康保険税条例の一部を 
改正する条例 

◯松 浦 議 長   日程第６、議案第６１号、安芸高田市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例についての件を議題といたします。 
この際、議案の朗読を省略いたします。 
提出者から提案理由の説明を求めます。 

     市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第６１号、議案名が安芸高田市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例。 
          本案は、国民健康保険税と固定資産税の納期につきまして、７月と

２月の納期が重複をいたしておりましたことから、納税者の皆さんか

ら納期の変更による負担軽減を求める意見が多く寄せられていました。 
  つきましては、納税者の負担軽減をはかるため、可能な範囲内で納

期を変更し、対応をしていくものでございます。 
以上、よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長より要点の説明を求めます。 

◯松 浦 議 長     市民部長 廣政克行君。 

○廣政市民部長   議案第６１号の要点のご説明をいたします。 

先ほどの資料の３ページ目になりますけども、市民税、固定資産税、

軽自動車税、国保税と、それぞれ納期を定めた表がございます。 

合併をいたしまして１年間、収納事務を執行してまいりましたけど

も、その間、納税者の方々から固定資産税と国保税が重複する月に負

担を感じているという声を多くお聞きいたしました。そのことにより

まして、今回、国保税の８期を２月から３月に改正をお願いするもの

でございます。よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

◯松 浦 議 長    お諮りします。 

          本案は委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

          これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

○松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

○松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

          討論はありませんか。 
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           〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより議案第６１号、安芸高田市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の件を起立により採決いたします。 
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
〔起立多数〕 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第７ 議案第６２号 安芸高田市火災予防条例の一部を改正する条例 
◯松 浦 議 長   日程第７、議案第６２号、安芸高田市火災予防条例の一部を改正す

る条例の件を議題といたします。 
この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

     市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第６２号、議案名が安芸高田市火災予防条例の一部を改正する

条例でございます。 
本案は、安芸高田市火災予防条例に規定をしておりますボイラーの

構造基準としての遮熱剤から、石綿を除去するものでございます。ま

た、火災警報の発令中において、火の使用制限といたしまして山林等

での喫煙について所要の規制を行い、林野火災発生の低減をはかるも

のでございます。 
以上、よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

○村上消防長   議長。 

◯松 浦 議 長   消防長 村上紘君。 

○村上消防長   失礼をいたします。それでは要点のご説明を申し上げます。 

お手元の方に新旧対称表をつけておりますが、その第４条にかかり

ます、条文の一部改正でございます。石綿、せきめん、俗に言います

現在いろいろと問題視されております、アスベストに関わることでご

ざいますが、それを、条文から削除してしまうということがひとつで

ございます。 

もう一件につきましては、全国的に山林火災の原因となっておりま

すものに、タバコが非常に多いという検討委員会から消防庁に答申さ

れたものを受けまして、国の消防庁の方が、全国の市町村の火災予防

条例の中でタバコの制限をできるようにと、条例改正の指導がござい

まして、市長がその地域を指定することによって、気象条件の厳しい

折にはその地域内でのタバコを禁止するということが、織り込める条

文を改正をさしていただくものでございます。２９条の中の４項以下

５、６を一項ずつ下げまして、４項の後に新たな条文を入れさせてい

ただくものでございます。 
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    よろしくお願いいたします。 
◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

    お諮りします。 

          本案は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

          これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

○松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○熊 高 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   はい、１０番です。 

アスベストについては、今ほんとに注目されている案件でございま

すが、その部分を当然のように取られたということですが、現況の状

況というのは、どの程度把握されているのか分かりませんが、そこら

の関係を含めて、市の方ではどんなふうな対応をされておるのか、そ

の辺の取り組みの状況もあろうと思います。まあ、一般質問等も出て

おりますので、簡単で結構ですので、その辺の状況というのもお聞か

せ願いたいと思います。 

それと、２９条の山林原野等の喫煙の禁止ですか、市長が指定でき

るということですが、具体的に何か考えておられるのかどうかお伺い

したいと思います。 

○松 浦 議 長   ただ今の質疑に答弁を求めます。 

          消防長 村上紘君。 

○村上消防長   議員のご質問にご答弁をさせていただきます。 

アスベスト、要するに石綿のこの条文に該当する対象物等の状況に

ついては、消防の方としては現状、状況把握を今のところしておりま

せん。 

次に山林火災の制限の問題ですが、県下的に条例改正どこもしてい

るところでございます。県下の状況等も踏まえながら、安芸高田市の

現状から見た場合に、どういう場所に指定をしたらいいかということ

も検討していかなきゃいけないだろうと思っております。 

ただ、指定をする場合のひとつの要件としましては、火災が一旦発

生しますと延焼拡大が非常に見込まれる場所、または気象条件が劣悪

な状況になりやすい場所、例えば、風の吹き具合そういうものなんか

を参考にしながら今後指定をしていかなければならないと思っていま

すが、今、具体的にどの場所を指定するというのは現状ではまだ考え

ておりません。 

以上です。 

○松 浦 議 長   他に質疑ありませんか。 

           〔質疑なし〕 
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質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

○松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

          討論はありませんか。 

           〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

これより議案第６２号、安芸高田市火災予防条例の一部を改正する

条例の件を起立により採決いたします。 
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 
起立多数であります。 
よって、本件は原案のとおり可決をされました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第８ 議案第６３号 平成１７年度安芸高田市一般会計補正予算（第３号） 

◯松 浦 議 長   日程第８、議案第６３号、平成１７年度安芸高田市一般会計補正予

算第３号についての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます 

    市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第６３号、平成１７年度安芸高田市一般会計補正予算第３号で

ございます。 

             本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億９,

３９６万８,０００円を追加し、予算の総額を２３２億６,４４４万円

とするものでございます。 

歳入につきましては、地方交付税１億５,１８１万円、分担金及び負

担金４７８万５,０００円、国庫支出金１,５５５万３,０００円、県支

出金が４,６６８万８,０００円、繰入金５,９０４万４,０００円、諸

収入が７２８万８,０００円、市債が８８０万円をそれぞれ追加するも

のでございます。 

歳出につきましては、議会費が１２０万円、総務費６,０８５万４,

０００円、民生費が２,９２２万２,０００円、衛生費が１,９３９万９,

０００円、農林水産業費が７,７７５万２,０００円、商工費２８８万

３,０００円、土木費４,０２４万円、消防費１００万円、教育費３,

５９４万４,０００円、災害復旧費が２,５４７万４,０００円をそれぞ

れ追加するものでございます。 

また、債務負担行為の補正につきましては、県道改良事業費用とし

て、２,０４０万円の債務負担の追加をいたすものでございます。 

地方債の補正につきましては、その借入限度額を３８億８,３４０万

円と定めるものでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 
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この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

○新川総務部長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   要点のご説明をいたします。 

一般会計補正予算の１０ページをお開き願いたいと思います。 

歳入でございますが、１０款の地方交付税でございます。平成１７

年度の普通交付税交付額が８月に決定いたしましたことから、このた

び、普通交付税を１億５,１８１万円増額するもので、当市の本年度の

普通交付税決定額は、８３億２,１８１万円で、昨年度の交付額と比較

すると２．７％、２億１,５３４万４,０００円の伸びとなっておりま

す。 

次に、１２款の分担金及び負担金、1項の分担金２８６万６,０００

円の増額は、老朽ため池改良工事受益者分担金６０万円、農業用施設、

農地災害発生に伴う受益者分担金２２６万６,０００円の増額でござ

います。 

続きまして２項の負担金でございます。１９１万９,０００円の増額

は、老人ホームの入所者増に伴います、老人保護措置費負担金の増額

でございます。 

次に１１ページの、１４款の国庫支出金、１項の国庫負担金８９３

万２,０００円の増額は、老人保護措置費過年度分国庫負担金５１４万

５,０００円、児童扶養手当該当者の増に伴います児童扶養手当負担金

３７８万７,０００円を増額するものでございます。 

２項の国庫補助金３８２万１,０００円の増額は、公営住宅家賃収入

補助金、地域住宅交付金を増額するものでございます。 

続きまして、３項の委託金２８０万円の増額は、学校耐震化計画策

定委託金を計上するものでございます。 

続きまして１２ページをお願いします。１５款の県支出金の２項の

県補助金、１目の総務費県補助金３８万４,０００円は、自治振興市民

フォーラム開催経費等に充当します新しい住民自治システム構築の支

援事業補助金を計上するものでございます。２目の民生費県補助金１

４万５,０００円は、知的障害者福祉事業、法定・後見制度利用事業に

充当する介護予防・生活支援対策事業費補助金を追加するものでござ

います。３目の衛生費補助金１８万４,０００円は、対象者の増による

精神障害者就労促進事業費補助金の増でございます。４目の農林水産

業費県補助金３,１１８万６,０００円はソーセージ加工施設。また、

そば加工機械整備費助成事業に充当いたします新農林水産活性化支援

事業補助金８５８万６,０００円、水耕ネギハウス栽培に伴います整備

補助金に充当する生産振興総合対策事業補助金８６０万円、林道作業

道開設補助金に充当する林道整備費補助金１,２２０万円の増額が主

なものでございます。５目の土木費県補助金５３万１,０００円の減額

は、老朽住宅除去等補助金の廃止によるものでございます。７目の災
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害復旧費県補助金１，４４２万円は農業用施設、農地災害復旧費県補

助金を計上するものでございます。 

３項の委託金９０万円の増額は、教育費の豊かな体験活動推進事業

委託金を計上するものでございます。 

続きまして１３ページをお願いいたします。１８款の繰入金、１項

の特別会計繰入金４,７９１万３,０００円の増額は、いずれも当該特

別会計の前年度事業の純繰越金を一般会計に精算繰り入れするもので

ございます。 

３項の基金繰入金１,１１３万１,０００円の増額は、たかみや湯の

森施設改修費に充当いたします、たかみや湯の森管理基金を繰入する

ものでございます。 

１４ページをお願いします。２０款の諸収入、５項の雑入７２８万

８,０００円の増額は、公共施設の雷被害改修費に充当します災害共済

金として、管財課関係雑入を６００万円増額。また農地利用集積実践

事業補助金返還金といたしまして地域営農課関係雑入２８万８,００

０円。日本防火協会から防火広報用器材助成金として、消防本部関係

雑入１００万円を計上するものでございます。 

次に２１款の市債でございます。８８０万円の増額は、農林災害の

発生に伴います農林災害債を追加するものでございます。 

続きましては１５ページの歳出でございますが、１款の議会費１２

０万円の増額は、葬斎場建設調査特別委員会設置に伴います視察研修

旅費を計上するものでございます。 

２款の総務費、１項の総務管理費、５目の財産管理費は１,８６８万

４,０００円の増額で、説明欄に掲げております財産管理総務費３９７

万円の増額は、公共施設アスベスト調査費２００万円、市有地分筆測

量委託費１４０万円、旧根野小学校体育館・解体撤去設計委託を５０

万円を計上するものでございます。庁舎管理費につきましては、１,

２９６万４,０００円の増額につきましては、八千代支所等の外壁修繕

工事費。また、雷に伴います高宮支所の電話交換機、空調費６７万９,

０００円。また、美土里支所付属棟屋根修繕工事負担金５０万５,００

０円の増額が主なものでございます。基幹集会所管理費１７５万円の

増額は、吉田町迫三丁の集会所の小規模集会所設置改修費補助金を計

上するものでございます。６目の基金管理費８９２万４,０００円の増

額は、財政調整基金を積み立てるものでございます。１０目の諸費１,

１００万円の増額は、法人市民税の確定申告に伴います予定申告納付

法人の市税還付金を、増額するものでございます。続きまして１１目

の行政情報処理費１,３２６万８,０００円の増額は、法改正に伴いま

す電算の国民年金システム改修費、平成１８年度固定資産税の評価替

えに伴いますシステム連携。また、報酬賃金支払関係の財務会計・源

泉所得税登録システム改修費、市民税システム改修費等を計上するも

のでございます。１２目の自治振興費８３５万６,０００円の増額は、
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湯の森の基金を財源として実施いたします、たかみや湯の森施設改修

費の計上が主なものでございます。 

次に１６ページでございます。１３目の地籍調査費は歳出費目の組

み替えを行ってございます。 

３項の戸籍住民基本台帳費６２万２，０００円の増額は、裁断機(シ

ュレッダー)の買い替えでございます。 

続きまして、１７ページの、３款の民生費、１項の社会福祉費、２

目の身体障害者福祉費及び３目の知的障害者福祉費は、費目の組み替

えでございます。４目の老人福祉費１,７４７万６,０００円の増額は、

緊急通報システム修繕費２８万円、老人ホーム入所者増に伴う老人保

護措置費委託料６３８万２,０００円、前年度の在宅福祉事業費県補助

金の精算返納償還金１,０８１万４,０００円を増額するものでござい

ます。７目の人権推進費９０万円の増額は、地区集会所施設整備の補

助金として、吉田町山手集会所改修補助金を計上するものでございま

す。９目の福祉センター費２９７万５,０００円の増額は、高宮福寿荘

の白アリ駆除費、ロビーエアコン設置工事費等の施設改修費を計上す

るものでございます。１０目の社会福祉施設費６０万円の増額は、高

宮高齢者生産活動センターの、みそ加工施設排水修繕費を計上するも

のでございます。 

２項の児童福祉費、２目の保育所費は２０７万４,０００円の増額で、

説明欄に掲げております保育所運営費・吉田保育所５２万１,０００円

の増額は、各備品の老朽化による幼児用椅子、幼児用の冷蔵庫、ガス

オーブン購入費でございます。１８ページをお願いいたします。説明

欄にかかげておりますように、ひまわり保育所８万７,０００円は、給

水施設修繕費。また、くるはら保育所２０万円は、園庭の真砂土購入

費。また、ふなさ保育所６３万３,０００円及びかわね保育所６３万３，

０００円の増額は、暖房機器買い替え経費を計上するものでございま

す。３目の児童手当費１４万７,０００円の増額は、前年度の児童手当

補助金国県補助金の精算返納金を計上するものでございます。４目の

児童扶養手当費５０５万円の増額は、児童扶養手当該当者の増による

扶助費の増額でございます。 

４款の衛生費、１項の保健衛生費、１目の保健衛生総務費８万６,

０００円の増額は、川根地区の患者輸送車運行日の増による運転委託

費の増額でございます。２目の精神保健費３６万９,０００円の増額に

つきましては、対象者 1 名増に伴い、精神障害者就労促進事業補助金

を増額するものでございます。７目の環境衛生費８８１万３,０００円

の増額は、不法投棄等の禁止看板設置費といたしまして、需用費に２

３万７,０００円の増額、簡易水道事業特別会計及び浄化槽整備事業特

別会計への繰出金８４２万９,０００円の増額が主なものでございま

す。 

１９ページをお願いいたします。８目の診療所費は、８４９万１,００
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０円の増額で、美土里歯科診療所６１１万３,０００円につきましては、

施設修繕工事費２４３万６,０００円、医療機器購入費３７８万円の計

上が主なものでございます。川根診療所７２万３,０００円は、冷暖房

機購入費の計上でございます。また、佐々部診療所１６５万５,０００

円は、簡易水道継ぎ込み工事、屋根雨樋修繕費を計上いたしておりま

す。次に９目の火葬場費でございますが、６７万８,０００円の増額は、

各火葬場に伴います、修繕工事費を増額するものでございます。 

２項の清掃費の、１目の塵芥処理費９６万２,０００円の増額につき

ましては、廃プラスチックの撤去処理費用といたしまして芸北広域環

境施設組合負担金を増額するものでございます。 

２０ページをお願いします。６款の農林水産業費でございますが、

１項の農業費、２目の農業総務費１,２２６万５,０００円の増額は、

農業集落排水事業特別会計繰出金の増でございます。３目の農業振興

費３,０６１万９,０００円の増額は、中山間直接支払事業。また、そ

れに伴いますデータ等作成業務委託料４５０万円。農業振興事業費と

して、(株)虹の農場にソーセージ加工機械整備補助金１,４３７万２,

０００円。農事組合法人「えーのー」に、そば加工機械整備を１４０

万円の計上。また、水耕ネギハウス整備補助金を８６０万円の増額。

また、有害鳥獣対策補助金を２００万円増額するものでございます。

４目の畜産振興費３０１万円の増額につきましては、説明欄の中に掲

げておりますように、畜産総務費７万２,０００円は、高宮実験牧場フ

ォークリフトの点検費用についてでございます。また、畜産振興事業

につきましての６７万４,０００円は、安芸高田市家畜共進会への出展

頭数増によります委託費の増額１５万円。また、堆肥ストックポイン

ト整備補助金５０万円を計上するものでございます。家畜排せつ物リ

サイクル施設運営事業費といたしまして２２６万４,０００円は、美土

里の堆肥センターの修繕費。また、管理に伴います委託費の増額１０

０万円、高宮堆肥センター落雷によります施設修繕費３７万８,０００

円、甲田堆肥センターによります法定点検費用、仮設トイレ等の整備

２６万６,０００円の増額が主なものでございます。５目の地域営農費

でございます。７８９万７,０００円の増額は、水耕ネギ栽培環境制御

機器借り上げ料６３万円、農業機械導入助成金６件分３００万円の増

額、パイプハウス助成事業といたしましての１２件分、４４７万１,

０００円の増額が主なものでございます。２１ページの、６目の農村

整備費は、１,０４４万１,０００円の増額は、農村整備総務管理費４

６万８,０００円につきましては、農道中馬線再評価業務委託費１６８

万円、小災害復旧事業補助金３００万円を増額するものでございます。

公園等維持管理費２７６万１,０００円は、大狩山公園の水路補修また

管理棟ボーリング工事費２３１万７,０００円、シャクナゲ公園土地借

り上げ料２０万円を計上するものでございます。小規模農業基盤整備

事業３００万円は、高宮の老朽ため池改良工事２件を追加するもので
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ございます。２項の林業費、４目の林道整備事業費につきましては、

１,３５２万円の増額は、林道除草業務委託料を１３２万円増額、県の

補助を受けて実施いたします林道作業道整備補助金１,２２０万円を

計上するものでございます。 

２２ページをお願いいたします。７款の商工費でございます。１項

の商工費、２目の商工業振興費７５万円の増額。また、商工会観光振

興事業補助金３０万円。これにつきましては、向原の振興補助金の方

に計上するものでございます。３目の観光費につきましては２１３万

３,０００円の増額、説明欄の観光振興総務管理費として４６万８,０

００円は、観光協会補助金を増額するものでございます。なお、委託

料の３００万円の減額でございますが、当初予算において県観光キャ

ンペーンの一環として芸北さとやまバス運行委託費を計上していたも

のを、１９節の負担金補助及び交付金に３００万円を組み替えるもの

でございます。また、サンフレ支援事業費９６万４,０００円をいたす

ものでございます。続きまして、観光振興施設運営費の郡山公園の４

３万９,０００円は、街灯修繕費の計上でございます。八千代町いこい

の森キャンプ場２６万２,０００円につきましては、管理用トイレ等の

修繕費の計上でございます。 

続きまして８款の土木費、１項の土木管理費、１目の土木総務費の

７８万円でございますが、老朽住宅除去促進事業補助金の増額でござ

います。 

２３ページをお願いいたします。２項の道路橋梁費、１目の道路橋

梁総務費２２７万１,０００円の減額は、３目の道路新設改良費に事業

費支弁として給料を増額補正することから、相当額を減額するもので

ございます。２目の道路維持１,２６５万４,０００円の増額は、市道

におきます舗装、路肩補修等の維持補修費を増額するものでございま

す。３目の道路新設改良費１,６２０万円の増額は、県委託・県道改良

事業費を増額するもので、三次江津線、中北川根線の事業費の増額で

ございます。なお、国庫補助事業、地方特定整備事業費につきまして

は、事業費の調整に伴う節の組み替えを行ってございます。 

４項の都市計画費、２目の公共下水道費６８５万４,０００円の増額

は、公共下水道事業特別会計及び特定環境保全公共下水道事業特別会

計繰出金の増額でございます。 

続きまして２４ページお願いします。５項の住宅費、１目の住宅管

理費９３万３,０００円の増額は、市営住宅修繕費８１万９,０００円、

水質検査委託、住宅団地図作成委託料１００万円の増額が主なもので

ございます。２目の住宅建設費５０９万円の増額は、公営住宅取り壊

し工事。また、住宅移転補償費を増額するものでございます。 

９款の消防費、１項の消防費、１目の常備消防費１００万円の増額

は、日本防火協会の助成金を受けて実施いたします防火広報用視聴覚

備品購入費を計上するものでございます。 
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２５ページをお願いいたします。１０款の教育費、１項の教育総務

費、２目の事務局費は、６２万８,０００円の増額につきましては、事

務局総務管理費増額。また、学校教育課職員育休代替賃金６ヶ月分を

計上するものでございます。学校管理費事務局分は、９９万２,０００

円の減額でございますが、入札の結果、学校耐震診断業務委託料を３

００万円減額し、各学校のアスベスト対策経費といたしまして、定量

分析検査経費１８９万円。また、学校耐震化推進計画策定経費事務費

１１万８,０００円を増額するものでございます。豊かな体験活動推進

事業費９０万円につきましては、国の委託を受け、命の大切さを学ば

せる体験活動に関する調査研究事業費を計上するものでございます。 

２項の小学校管理費につきましては、２８６万６,０００円の増額は、

次の２６ページをお願いいたします。小学校管理費・事務局分９９万

４,０００円は、小学校施設のアスベスト除去費７０万２,０００円。

小学校３校の屋内消火栓ホース取替え経費２９万２,０００円を計上

するものでございます。可愛小学校１０１万３,０００円は、光熱水費

を増額するものでございます。刈田小学校７万７,０００円は、図書館

等の修繕費、美土里小学校、６万８,０００円及び来原小学校７万９,

０００円につきましては、地下タンク整備点検委託費の増額。甲立小

学校６３万５,０００円につきましては、バス路線廃止によるスクール

バス運転業務委託費の計上が主なものでございます。３項の中学校費

でございます。１目の学校管理費の２,３１０万９,０００円の増額は、

４校の屋内消火栓ホース取り替え経費。また、４８万９,０００円、学

校修繕工事費１，０００万円、中学校施設のアスベスト除去経費１,

２５０万円、甲田中学校のプロパン庫等の修繕費１２万円を増額する

ものでございます。 

２７ページの４項の幼稚園費６７万５,０００円の増額は、吉田幼稚

園のアスベスト除去費用を計上するものでございます。 

続きまして、５項の社会教育費、１目の社会教育総務費１２万円の

増額は、２目の各公民館費に計上しておりました芸北地区公民館連絡

協議会負担金を、社会教育総務費に一括計上するものでございます。

２目の公民館費２０１万７,０００円の増額は、新施設建設に伴います

吉田公民館解体工事が当初見込みより遅れると申しましょうか、それ

に伴い吉田公民館の宿日直委託費等を追加するものでございます。他

の公民館費の減額につきましては、先ほどご説明申しましたとおり、

芸北地区公民館連絡協議会負担金を社会教育総務費に一括計上するこ

とによるものでございます。６目の文化施設費は、２０２万９,０００

円の増額でございますが、文化創造センター１１５万５,０００円の増

額は、雨漏り修繕工事費。また、田園パラッツオ４２万８,０００円の

増額は、印刷製本費３０万円、施設修繕費１７万８,０００円、広島県

の美術展巡回負担金１０万円を増額するものでございます。若者定住

センターミューズ４４万６,０００円の増額につきましては、空調機器、
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天井等の修繕費を増額するものでございます。 

２８ページをお願いいたします。６項の保健体育費、２目の学校給

食費は、３５０万４,０００円の増額につきましては、吉田学校給食セ

ンター２５６万３,０００円の増額は、食器洗浄器等修繕費５３万５,

０００円、雨漏り屋根修繕工事費２００万円等を追加するものでござ

います。八千代学校給食センター３９万９,０００円の増額につきまし

ては、施設法面修繕工事費を計上するものでございます。美土里学校

給食調理場３０万５,０００円の増額は、給水施設修繕費を計上するも

のでございます。向原学校給食センター２３万７,０００円の増額は、

給水ピット等の修繕費を計上するものでございます。３目の体育施設

費９９万６,０００円の増額でございますが、体育施設総務管理費とい

たしまして２００万円の増額につきましては、吉田温水プール管理道

舗装等の工事費を計上するものでございます。総合運動場５３万４,

０００円につきましては、吉田運動公園体育館のバスケットゴール修

繕費を計上するものでございます。グランド３０万円につきましては、

小原多目的広場のバックネットのコンセント修繕費を計上するもので

ございます。プール１６万２,０００円の増額は、温水プールモニター

カメラ等の移設費等の計上でございます。Ｂ＆Ｇの海洋センター２０

０万円の減額は、改修工事費に伴います減額、充当しとりました工事

費の減額でございます。 

款１１の災害復旧費、１目の農林水産施設災害復旧費、１目の農地

災害復旧費１,５４４万６,０００円の増額でございますが、７月の梅

雨前線被害による農地災害６件、２９ページにつきまして、２目の農

業用施設災害復旧費１,００２万８,０００円の増額で、施設災害２件

の計上をいたすものでございます。 

５ページに戻っていただきたいと思います。債務負担行為の補正で

ございます。県委託、県道改良事業、一般県道中北川根線改良工事の

用地費、補償費費用といたしまして、平成１７年度から平成１８年度

までの期間で、平成１８年度分の債務負担行為の限度額を２,０４０万

円と定めるものでございます。 

６ページの、第３表の地方債補正でございますが、災害復旧事業債

を８８０万円増額し、補正後の借入限度額を３８億８,３４０万円とす

るものでございます。 

以上で要点の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。  

     この際、１時１５分まで休憩とします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ０時１５分 休憩 

午後 １時１５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 
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○松 浦 議 長   それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

お諮りいたします。 

本案は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより質疑に入ります。 

１番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   はい。今回大きな補正予算が出てきてるわけですけど、前回から予

算に関する、もしくは決算に関する時については、説明資料を用意し

ていただくように各議員が申し出をしたと思います。 

そのあたりの対応はどのようになっているんでしょうか。 

○松 浦 議 員   答弁を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   はい。補正予算の案件でございます。いろいろこの補正予算につき

ましては、当初予算につきましては、年間通してのという基本的な性

質ので中で計上させていただいとるわけでございますが、個々にわた

ります補正予算の内容につきましては、説明資料という状況の中で歳

出の方もある程度事業別の予算ということで計上させていただいてお

ります。 

そういうことで、全般にわたるというわけではございませんので、

そういう様式の中で説明資料の中で説明させていただきます。説明資

料のいろいろなかたちもございますが、当初予算の考え方においては、

多少そこらが複雑化してくると思います。 

まあ、今回は、限られたかたちの中で予算の補正というわけでござ

いますので、その説明事項の方でご理解いただきたいと思います。 

○松 浦 議 長   他に質疑ありませんか。 

          はい、９番 松村ユキミさん。 

○松 村 議 員   はい、９番。２点ほどお尋ねをいたします。 

１７ページの老人福祉費なんですが、その中で在宅福祉事業費１,

１０９万４,０００円でございますが、これの説明によりますと、緊急

通報システムの取り替えと伺ったように思うんですが、今、安芸高田

市、合併をいたしまして１年半年を経過するわけですが、各６町にお

きますこの通報システムの町ごとの今の状況と、取り替えの部分の内

容説明をお願いしたいと思います。 

更に２５ページでございますが、豊かな体験活動推進事業費として

９０万円でございますね。これは、国の委託を受けて命の尊さ大切さ、

そういうことを説明いただいたわけですが、これは小学校１３校、中

学校６校ございますが、この中で、希望校に指定をして進められるの

か、どういうふうにお考えなのかお伺いしたいと思います。 

以上、２点お願いします。 
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○松 浦 議 長   はい。答弁を求めます。 

          福祉保健部長 福田美恵子さん。 

○福田福祉保健部長   はい。ただ今の松村議員さんの質疑の方で、緊急通報システムの関

係でございますけれど、今回補正させていただいたのは８件でござい

ます。それで、全体での各町の設置につきまして、誠に申しわけござ

いませんけど、後ほど報告させていただきたいと思います。すいませ

ん。 

○松 浦 議 長   はい。引き続き答弁を問います。 

          教育次長 杉山俊之君。 

○杉山教育次長   ２５ページの豊かな体験活動の推進事業のご質問でございますが、

この委嘱事業につきましては、県の教育委員会から安芸高田市を指定

してまいっておりまして、その中で、小・中１９校につきまして、通

知をいたしましたところ、そういう体験に取り組んでいる学校という

ことで、川根小学校と小田小学校と甲田中学校がこの対象で、事業計

画をつくっていただいて取り組んでいただく。それで、一応実践の関

係は２年ありまして、今年と来年度にまたがった事業になろうかと考

えております。 

○松 浦 議 長   他に質疑ありませんか。 

          はい。２番 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員   はい。１１ページの学校施設耐震化推進計画等策定事業委託金とし

て２８０万計上されていますが、私が聞きたいのは耐震化についてで

ございますが、７月の終わりでしたか、中国新聞にも出ておりました

けれども、全国的に文科省が調べてみたら、まだまだ耐震化がまだま

だ進んでないとそういう記事が出ました。 

それから、とりわけ中国地方は広島県が全国で４１位で耐震化率と

いうのが４１．８％だということが出て、耐震診断率というのは５５．

８％ということで全国で言えば中間の２０位という記事でございまし

たが、本市におきましての状況はですね、今までもいろいろ取り組ま

れたと思いますけれど、どういう状況になっているのか、１点お伺い

いたします。 

○松 浦 議 長   はい。ただ今の質疑に答弁を求めます。 

          教育次長 杉山俊之君。 

○杉山教育次長   耐震化の関係でございますが、当初予算では７００万円計上させて

いただいていたわけでございます。調査の方、今、業務委託で出して

おりますけれども、今回の補正につきましては、文科省の方が委嘱事

業ということで、２８０万円の事業費で１００％補助ということで、

予算の方組み替えさせていただいたわけでございます。 

本市の場合は、一応１２校がまだ耐震化されてないということで今、

業務委託の方で出させていただいておるところでございます。 

以上です。 

○松 浦 議 長   はい、２番 秋田雅朝君。 
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○秋 田 議 員   はい。安全・安心という面から考えた時にはですね、やっぱり早く

に対応していかなきゃいけない部分だと思うんですが、何分にも予算

の関係ございましょうし、国からのお金の出方もあるとは思いますけ

れど、これはやはり早急に対処していただきたいということをお願い

したいと思います。 

答弁は結構です。 

○松 浦 議 長   はい。他に質疑ありませんか。 

          はい。１番 明木一悦君。 

○明 木 委 員   はい。２２ページ商工費。まず、ここにある交流支援事業費という

ことでサンフレ支援事業費が出ていますけど、これはどういう目的の

ものなのか。 

それからですね、１６ページ地籍調査費が中で組み替えられている

んですけど、これはどういう目的でそういうことが行われているのか、

先ほど説明いただいたと思うんですが、もう少し詳細な説明をお願い

します。 

          ２つについてお願いします。 

○松 浦 議 長   はい。まず、ただ今の質疑について答弁を求めます。 

          産業振興部長 清水盤君。 

○清水産業振興部長   最初の商工関係のサンフレ支援事業費の内容でございます。 

今回補正を計上させていただきましたのは、サンフレのユースの生徒

たちの卒業が毎年ありますが、それのユースの生徒たちへの卒業の記

念品の補正の計上を今回させていただいております。 

それから、サンフレの案内板の掲示を１６年度で設置をさせていた

だいておったところでございますが、設置場所についての国道交通省

からの指導がございまして、移転をしなければならない状況になりま

した。それの移転にかかります移転工事費を、あわせて今回補正を計

上をさせていただいておるところでございます。 

以上です。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   １６ページの地籍調査事業費の節の組み替えを行っております。こ

のことにつきましては、この地籍調査費目の中で、現在地籍調査事業

で、山等の調査に入っておりますけれども、補助対応事業の中で取り

組んでおる関係上、この補助金を充当させていただいて、そこにあり

ます需用費、また、委託料を減額させていただき、旅費と使用料、賃

借料、また備品購入費の方に充当させていただいとるとこでございま

す。 

このことにつきましては、備品につきましては、公用車が老朽化し、

その走れないという状態の中で、廃車にせざるを得ない状況もござい

ますので、この事業につきましては、補助対象事業という事業費目の

この中でこうした財源組み替えで事業をさせていただきたいと思いま
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す。 

○松 浦 議 長   はい。他に質疑ありませんか。 

          はい。１番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   交流支援費ということでユースの記念品と看板移転ということがあ

ったんですけど、その中でですね、どこからどこへそれを移動される

のか。また、これについては先ほど言われましたように、１８０万円

ほど当初予算で出ています。 

しかしながら、もうひとつの核であるハンドボール等についてどの

ような対応をされているのか。今回も２３日には日本リーグの大会が

甲田町であるわけです、安芸高田市内の。そういう対応についてはど

のようにされているのかということと、１６ページ総務費の中のでで

すね、外郭団体補助金について、これは対象はどちらのどこになって

いるのか。詳細説明と２８ページ災害復旧費、農地災害復旧費、対象

地の農地、また先ほど件数はありましたけど、その場所、農地用の施

設災害復旧費、これについても場所等についてご説明をいただければ

と思います。 

○松 浦 議 長   はい。ただ今の質疑に、答弁を求めます。 

          産業振興部長 清水盤君。 

○清水産業振興部長   サンフレの関係の支援事業についてですが、先ほどありましたよう

に、ハンドボールの大会もございます。これらについては、昨年から、

市内の方にも呼びかけをさせていただきまして、応援等のご案内もさ

せていただいております。市の職員の方にもそういったメール等の発

信もいたしまして、応援等の支援をさせていただこうと、こういった  

取り組みをさせていただいとるところでございます。 

          災害復旧の２８ページ、２９ページにかかります場所についてのご

質問でございます。農地につきまして、６件を計上させていただいて

おります。このたびは、７月の梅雨前線の災害をあげておりまして、

吉田が３件、高宮が２件、向原が１件、それから施設につきましては

２件でございまして、高宮の水路が１件、向原の頭首工が１件で、計

農地をあわせて８件を計上させていただいております。 

○松 浦 議 長   続いて答弁を求めます。 

          自治振興部長 田丸孝二君。 

○田丸自治振興部長   １６ページの外郭団体補助費８１５万６,０００円でございますが、

これは補助費という表現になっていますので、負担金補助というふう

にとらえがちですけれども、外郭団体へ支援をすると、そういう費目

であります。 

中身でありますが、たかみや湯の森の、いわゆる工事を行うという

ことでございます。具体的には、喫煙ルーム、いわゆるタバコという

ことについては非常に厳しい状況ですので、喫煙ルームの設置をする。

それから、脱衣場の床の張り替え、屋根の樋の修理、それから、塩素

注入ポンプ、これを入れ替える。脱衣場のロッカーの鍵、これが壊れ
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ましたので、それを取り替えたり、さらには、大広間の畳・障子の張

り替え等々の工事費と設計費用を見込んでおるもんでございます。 

いずれにしましても、いわゆる、お客様を相手にする商売ですので、

随時こういうかたちで整備をさせていただきたいと考えております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   もうひとつ答弁洩れとる。 

          産業振興部長 清水盤君。 

○清水産業振興部長   看板の移転の工事につきましてはですね、１６年度で設置しておっ

たところでございますが、この設置箇所については、以前にサンフレ

の啓発看板を設置しておったところに、併設をして設置していくこと

で工事を進めてきたところでございますが、そこがちょうど５４号線

の歩道にかかるということで、国交省の方からの移転の指示がありま

して、それによって移転をしなければならないということになって、

近隣のところを調査、土地を求めまして、今回移転をさせていただく

ということでございます。 

○松 浦 議 長   他に質疑はございませんか。 

          はい。１０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   はい。件数が多いんで何件か言いませんので、ページをめくりなが

ら、お聞きしたいと思いますが、まず５ページの債務負担行為の中北

川根線の道路改良工事の用地補償費ということですから、多分これは

美土里町側の方の関係が始まるんかなと思いますが、まあ、分駐所を

含めて美土里、高宮含めて重要な路線になろうというふうに思います

が、現在のこの用地も含めて、進捗状況、県との関係等こういったも

のが、どんなふうな状況なのかお聞かせ願いたいと思います。 

次に１２ページにいきますが、４目の農林水産業費県補助金の関係

で新農林水産活性化総合支援事業補助というかたちで総務部長さんの

説明でソーセージとかそばとかそういった言葉が出たと思いますが、

具体的にどういったことを取り組もうとされてるのか、この件に関し

てお聞かせを願いたいと思います。 

それと１４ページ、雑入の管財課関係の雑入、わしが聞きも洩らし

たんかもわかりませんが、この内容をもう少し、もう一度お教え願い

たいと思います。 

それから次の１５ページ、財産管理費の中で財産管理総務費の中で、

アスベストの関係と地籍の測量調査かなんかと言われたと思うんです

が、アスベストの方はこれから調査すると言うことでしょうから、そ

れはいいとして、測量を１４０万円と聞いたと思うんですが、これの

場所とか具体的な内容を説明願いたいと思います。 

それから、１６ページ地籍調査費、これは先ほど質問があったこと

とも関係してくるんですが、地籍調査費、これは、具体的にどこの部

分の需用費とか委託料を組み替えて備品購入したのかということをも

う少し詳しく教えていただきたいと思います。 
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それから、１８ページ、児童扶養手当、これは人数が増えたという

ことですが、何人に対して５０５万円の額になっとるんかお知らせを

いただきたいと思います。 

それと、２０ページ５目の地域営農費の営農支援費の中で説明があ

ったと思いますが、ネギの関係とか、そういった農家に対するパイプ

のパイプハウスですか、そういったものの補助といったことでござい

ますが、これ、一般財源から出ておりますが、まあ当然、農業支援と

いうのは、安芸高田市としては重要な政策だというふうに思いますが、

どういった方針の中でここらをやられておるのか、再度確認をしてい

きたいと思います。 

飛びまして、２７ページ、アスベストの関係を学校関係除去すると

いうふうに既に取り組みをされるという予算ですが、いろいろテレビ、

そういったものを見る中で、除去作業自体がですね、かなり危険を伴

う作業と思うんですが、ここらの取り組み、当然専門の事業者あたり

に発注されるんでしょうけれども、そういった安全の確保については、

どういった市は指導なり、考えを持ってこれに取り組まれるのか。特

にまあ、学校とか保育所、そういった子どもたちがいる場所での取り

組みになろうと思いますので、安全に対しては万全な対策が必要だろ

うと思うんですが、そこらの取り組みの方向というのはしっかりされ

ているのか、これを確認をしたいと思います。 

それから、最後になりますが、２８ページ、それぞれ学校施設、２

８ページ以外にもあるんですが、公共施設の維持管理というかたちで

出ておりますが、雨漏りとかそういったことがかなり主要に出ていま

すが、今年は雨もかなりきつい雨が降ったんで、そういった場所も新

たに出てきたんかなと思いますが、以前、公共施設の維持管理体制と

いったものに対してしっかりとした方針を出した取り組みという、ま

あ、日常の管理ですね。こういったことをされたらどうかと申し上げ

たんですが、それに合わせた基金等を組んではどうかと、以前話をし

たと思うんですが、そこらはその後、どういった取り組みをされてい

るんか。まあ、その中でこういったことが出てきたんかどうか、とい

うことですね、そこを確認しておきたいと思います。 

以上、何点かは分かりませんが、以上でございます。 

○松 浦 議 長   ただ今の質問に対し、答弁を求めます。 

          まず初めに、建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   ただ今のご質問の、５ページの債務負担行為の関係についてのご質

問にお答えします。 

県道の委託事業で中北川根線でございますが、全体延長といたしま

しては、８．３キロメートルございます。そのうち、主に高宮町側の

４キロメートルにつきましては、既に改良が済んでおります。それか

ら、未改良区間が美土里町でほぼ３．６キロメートルございます。で、

この債務負担行為であげておりますのが、美土里町の国道４３３との
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接点付近でございますが、用地補償といたしまして、家屋含めて２戸

を予定をしております。全体の用地補償を含めまして全体で６,８１０

万円。そのうち１７年度分が４,７７０万円、１８年度分が２,０４０

万円ということで、１７年度分で７割、１８年度分で３割ということ

で、その３割の相当額２,０４０万円を債務負担の限度額として、あげ

させていただいとります。 

今後の状況でございますが、今、議員さんの方からもご質問ござい

ましたように、美土里と高宮を結ぶ非常に重要な路線であるという観

点から、ここの用地補償等をするところを早急に整備を進めるととも

に、未改良区間につきましては、すべて２車線ということは非常に膨

大な費用と期間もかかるということで、緊急性の対応も必要であると

いう観点から、現道の拡幅あるいは待避所整備、いわゆる、１．５車

線的な発想をもとに整備を進めたいと考えており、今後、県とも早急

にそこらについてつめていく予定としております。 

なお、１８年度以降、まだ４３３沿いに２件ほど家がございますの

で、これにつきましても引き続き用地の交渉等行っていく予定でござ

います。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   引き続き、産業振興部長 清水盤君。 

○清水産業振興部長   それでは、１２ページの歳入の関係の農業費県補助金の中の新農林

水産活性化総合支援事業補助金８５８万６,０００円の内容でござい

ます。この事業は県の補助金を受けます、いわゆる単県事業でござい

ます。ふたつの事業を計上しています。 

ひとつは、最初ご説明をいたしましたが、そば粉を挽く機械の施設

の整備でございます。もうひとつは、ソーセージの詰めを行う機械の

整備でございます。そば粉を挽く機械につきましては、事業の方は、

えーのー夢茶屋の方に整備をする計画でございます。 

この２つの計画の事業とも、当初から地域からの要望等もございま

して、県の方も補助金の要望をしておったところでございますが、ご

存じのように県の方からの予算も大変厳しいということで、なかなか

県の方からのいいお話しがなかったわけですが、このたび、補助金の

手当をするということをいただきましたので、今回、計上をさせてい

ただきました。 

そば粉につきましては、現在、事業実施主体につきましては、ＪＡ

さんとも協議しながらＪＡが事業主体になっていただいて、えーのー

夢茶屋さんの方がリースで受けていくというようなかたちで事業を実

施していくような方向で、現在、協議をしているところでございます。 

もう一方のハム、ソーセージの関係の機械整備でございますが、こ

れは、高宮の虹の農場、平成７年から８年にかけまして農業構造改善

事業で整備をいたしまして、第３セクターで株式会社虹の農場で経営

をしている施設でございます。ここで現在、おやき、ハム、ソーセー



 44

ジ、それからパン等の製造をしているわけですが、この分の、ソーセ

ージの部分について、現在、生産量のアップをかねてから要望があっ

たわけでございますが、ちょうど、この工程の中で腸詰めをして、量

を計測する部分を、現在、人力で行っております。その部分が非常に

時間的なロスを生じているということで、生産量のアップに支障をき

たしているわけでございます。この部分を機械化することによって生

産量のアップを行って、商品の供給を上げていきたいということで、

今回単県事業を受けて実施をしていきたいということで、今回補正を

計上しております。 

それから、歳出の２０ページ、地域営農支援費７４７万１,０００円

の内容についてのご質問だったと思いますが、これにつきましては、

現在、当初予算でそれぞれ市が独自で支援をしております野菜等生産

振興対策事業ならびに地域営農支援事業、野菜等生産振興対策事業は、

いわいるハウス助成の制度でございます。 

それと、地域営農支援事業は認定農業者等の育成、担い手等の育成

をしていくいわゆる機械施設等の整備に対して、予算の範囲内で助成

をする単市の制度でございます。これについてこのたび、ハウス助成

で４７１万４,０００円の補正。これは１２件分相当にあたると思いま

すが、補正を計上しております。それから、地域営農支援事業の機械

等の助成については、６件相当の３００万円を今回補正を計上させて

いただいております。 

このふたつの事業につきましては、それぞれ市の方が農業振興のひ

とつの核とした市独自の政策として、取り組みをしているところでご

ざいます。地域営農支援事業機械助成等につきましては、３年間の期

限を切っての制度でございます。その中の今年２年目ということでご

ざいます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   続きまして答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   まず、５ページの財産管理の関係でございます。 

財産管理につきましては、現在、本年度計画をさしていただいてお

ります測量部分につきましては、分割登記を美土里の道の駅周辺の事

業が終了している関係で、分割登記を１件させていただきたいと思っ

ております。これが、１２０万円でございます。それと、八千代湖の

ダム周辺の明官寺跡地というのがあるわけですが、これは、国交省と

の境界等の関係として非常に公団等の関係で調整が合わないというこ

ともありまして、そうした測量部分におきまして、２０万円を計画さ

せていただいております。続きまして、八千代町の元の根野小学校の

体育館の解体に伴います測量設計業務委託を、５０万円計画させてい

ただいております。その他、嘱託登記関係図書購入を７万円計画して

おります。 
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それと、財産管理の関係で、アスベストの調査ということで、市内

の公共施設、旧６町の教育委員会の方も調査いたしておりますけれど

も、市長部局の方で管理をいたしております。そうした施設に伴いま

す、アスベストの調査費を２００万円計上いたしておるところでござ

います。 

続きまして１４ページの雑入の関係でございますが、この６００万

円の補正額の内容でございますが、雷による市町村災害共済保険に加

入しております関係で、庁舎管理では高宮支所の空調関係、また電話

施設６７万９,０００円、庁舎関係、外郭団体の施設について、たかみ

や湯の森の給水ポンプ施設に雷が落ちて９６万５,０００円、それと、

簡易水道特別会計の繰出金になるわけですが３９７万８,０００円、高

宮と吉田のそうした施設に雷が落ちたためであります。それと、家畜

排出物のリサイクル施設の事業で、高宮のたい肥センター３７万８,

０００円の保険金の共済を受け、合計４件に伴います６００万円の収

入を見させていただいておるところでございます。台風に関しまして

は、一応２分の１ということもあるわけですが、通常、関連のある程

度１００％の充当ということで共済金を受けておりますので、それぞ

れの歳出の方に充当をさせていただいとるところでございます。 

続きまして、１６ページの地籍調査の内容ということでございます

が、当初年度地籍調査につきましては、そうした管財課の方で実施い

たしておりますが、６,３６２万９,０００円の全体の補助事業の中で

実施させていただいております。現在、高宮、美土里、吉田という３

地域における調査を実施いたしておりますが、補助の対象というのは、

今の高宮部分と美土里部分で実施いたしております。そうした２地域

の補助対象事業の事務費を使用させて、そうした備品に充当をさせて

いただいとるといった状況であります。 

以上です。 

○松 浦 議 長   はい。続きまして、福祉保健部長 福田美恵子さん。 

○福田福祉保健部長   はい。失礼いたします。 

１８ページの４目の児童扶養手当５０５万円でございますけれども、

これは、何人分のかというご質問でございます。ちなみに、１７年度

の当初予算におきまして、１６年度の見込みの数値をもちまして、当

初予算を組んでおりました。その時点で、対象者、これは、父と生計

を同じとしていない児童が、育成される家庭の生活の安定と自立の促

進に寄与するために児童扶養手当を普及し、もって、児童の福祉の増

進をはかる方針でございまして、母子家庭、母親、または養育者に対

しての支給としての方針となっております。 

そうした中で当初、１５９名で予算処置をしておりましたけれども、

現在、今年９月で１９０名の対象者が出ております。それで、ちなみ

に、それに対する受給者対象児童者数でございますけれども、１８歳

未満の対象児童者数が２６７名ございます。そうした中で、当初予算
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組ましていただいた中で、現在１９０名という対象者で、その受給者

対象児童者数２６７名に対しまして、これは、１人目、２人目、３人

目とそれぞれ金額が違っております。そうした中で現在１９０名の対

象者がございますので、それを勘案いたしまして、このたび５０５万

円の補正をさせていただいたということでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   はい。続きまして、答弁を求めます。 

          教育次長 杉山俊之君。 

○杉山教育次長   続きまして、アスベストの関係でございます。アスベスト問題につ

きましては、現在、社会問題になっておりまして、教育委員会といた

しましても学校施設等の実態調査ということで、文科省から調査依頼

が来ております。 

この実態調査要領に基づいて、今回調査費、役務費として１８９万

円、事務局費の方へ組み込ませていただいておりますけれども、そう

いうことで予算はさせていただき、また工事請負費もある程度予測し

た工事費についても計上させていただいております。 

文科省の実態調査におきますと、平成８年以前、竣工した建物につ

いて調査するようにということでございます。石綿障害予防規則に基

づきまして、壁とか、柱、天井等に吹きつけられたもの等の調査をす

るわけでございます。具体的には、吹きつけアスベスト、あるいは、

吹きつけロックウール、吹きつけヒルイス等の施設を調査することに

なっております。 

市といたしましては第１調査として、旧町から引き継いでおります

建設図面等の材料の検査をいたしまして、それに基づいて現場で目視

により、そういうアスベストの使用のものが使われておるかどうかと

いうことで、８月の２６、３０、３１日の３日間で教育委員会の３課

と分室長の職員で調査をしているわけでございます。 

それに基づきまして、アスベスト含有のものの疑いがあるものにつ

きまして、今サンプルの採取をして、定性定量分析調査ということで

確認をするように、業者の方へ依頼をしておるわけでございます。こ

の検査が約２ヵ月くらいかかると、県内どの施設も集中していますの

で、時間がかかると、期間を要すると言われております。 

そういう結果が出て、それが除去する材料であるということが確定

いたしましたら、工事の方に入らせていただくということですので、

大体、調査の期間が長くかかるということでございますし、もしそれ

が該当する工事ということになりましたら、今回ある程度予算化をさ

していただく必要があると考えやっているところでございます。 

それから、工事につきましては、やはり、児童・生徒がおる中での

工事になろうかと思いますし、飛散防止装置や作業の安全確保が、万

全に期する必要があると思いますんで、そこらの工事のやり方につい

ては専門家とよく協議して、そういう設計内容になるようにしていき
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たいというふうに考えております。 

それから、通常の施設の維持管理業務でございますが、先ほど熊高

議員さんから基金等というお話しもありましたけど、これは、教育委

員会だけではなしに、すべての公共施設が各部局にまたがっておりま

すので、今後そういうことも含めて検討していきたいと考えておりま

す。 

以上です。 

○松 浦 議 長   答弁洩れはございませんか。 

          はい。１０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   はい。答弁洩れなく、すべてお答えいただきました。 

３点だけ再度お聞きしたいんですが、まず１点は、１２ページのソ

ーセージ・そばのことですが、内容はよく分かりました。ただ、そば

を挽く機械というのは、市内は公共的にはないんですかね。あれば、

活用できるような気もするんですが、そこらの状況はどうなんかなと

いう気がして、再度ここをお聞きしたいんですが。 

もう１点は、１５ページ、美土里町道の駅の分割登記ということで

すね、これは、一般質問に残しとかんといかんですね。 

２７ページ、今のアスベストの関係ですが、わしの方が聞き間違え

ていたみたいですが、まだ調査段階だということですね。工事に既に

入る予算かなと聞き間違えたみたいでしたが、そうであれば、早急に

調査されて、安全に早くやっていただくということをお願いして終わ

ります。 

○松 浦 議 長   はい。答弁を求めます。 

          産業振興部長 清水盤君。 

○清水産業振興部長   そば粉を挽く機械でございますが、市内の状況でございます。高宮

町の方に１機ほどございます。これを、これまで活用をして夢茶屋さ

んの方も挽いておったようでございますが、この機械そのものがかな

り古い型式でございまして、なかなか精度の良い粉を挽いてくれない

ということがございます。そういったことで現在は市外の方へお願い

をしとるというような状況でございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   はい。他に質疑ありませんか。 

          はい。１６番 今村義照君。 

○今 村 議 員   ３点ほどお伺いさせていただきます。 

１２ページの県補助金のうち、新しい住民自治システム構築支援事業

ということで３８万４,０００円の補助金があがっとるわけですが、説

明では、フォーラム費用関係にあてるんだという説明でございました

が、今後まあ、住民自治の啓発なり、あるいは研究会を今後、具体的

にこの補助金を使ったかたちでの新しい事業があるのかどうか、その

点についてお伺いしたいのと、１３ページの特別会計繰入金のうち簡

易水道の方から、高額の繰入金があがっております。主たる事業変更
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と、この繰入理由についてお伺いしたいと思います。 

もう１点、２１ページの農林水産業費のうち林道整備事業費でござ

いますが、私の聞き落としかと思いますが、負担金補助及び交付金と

して１,２２０万円補正されているわけでございます。これは、どこで、

どういったような事業なのかちょっと聞き洩らしましたので、改めて

説明をお願いします。 

以上、３点についてお伺いします。 

○松 浦 議 長   はい。ただ今の質疑に答弁を求めます。 

          自治振興部長 田丸孝二君。 

○田丸自治振興部長   １２ページの新しい住民自治システム構築支援事業補助金の関係で

ありますけれども、実は、この制度ができましたのが、今年度４月に

入ってからできまして、急遽、県の方からそれぞれの自治体の方にご

案内があったとそういうふうな状況になっております。 

安芸高田市としましては、今年度につきましては、当初、一般財源

で対応しておったそういった事業にあてていくというかたちで申請を

して、幸いにも補助金がついたというかたちになっております。この

補助金につきましては、指定されますと、２年間のいわいる事業でご

ざいますので、来年度についてはどのようにするかについては、また

新たに考えていくというふうに考えております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   はい。続きまして、建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   はい。特別会計の簡易水道の繰出金の３,６７４万４,０００円の状

況でございますが、後ほど、特別会計の方でもご説明させていただき

ますが、一般会計への繰出金で平成１６年度決算見込剰余金が１億６

０６万４,０２５円。それから、平成１６年度繰越明許費で６,９３２

万円ございます。 

これは、事業の進捗整理等の中で差し引き３，６７４万４，０２５

円、精算見込みで出てまいりましたので、これについて、一般会計の

方へ繰入金として出させていただくものでございます。 

○松 浦 議 長   はい。引き続き、産業振興部長 清水盤君。 

○清水産業振興部長   ２１ページの林道整備費の１９負担金補助の１,２２０万円の内容

でございますが、これは、いわゆる森林整備の関係の施業を、高田郡

森林組合が主として行っていただいておるところでございますが、こ

の施業に関わります関係で、そういった施業団地内の作業道を開設す

る事業に対しての助成金として、県の補助金を１,２００万円受けまし

て、そのまま負担金補助として１,２２０万円、森林組合の方へ支出し

ていくものでございます。 

今年度は八千代町と美土里町と高宮町と向原町４地区において計画

していこうという計画でございます。 

○松 浦 議 長   はい。引き続き、１４番 入本和男君。 

○入 本 議 員   はい。議長。歳出の１５ページから２９ページにわたりまして、節
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の区分の１５と１８について伺うものでございますが、私、素人考え

では、本市ですべて対応できるかと思うんですが、本市で対応できな

い予算がありましたら、その内容についての回答をいただくものでご

ざいます。すべて、１５と１８を言わなければいけないんでしたら、

言いますけれども、担当課には分かると思いますので、そういうふう

にご質問させていただきます。 

○松 浦 議 長   暫時休憩といたします。 

          この際、１時間たちましたので、２０分から再開いたしますので、

トイレ行ってきて下さい。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ２時１０分 休憩 

午後 ２時２０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   それでは、時間がまいりましたので、休憩を解いて、再開いたしま

す。 

          ただ今の質問に対し、答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   今回の補正によります、節の工事請負費、また備品購入費の予算の

補正でございます。基本原則、工事、また備品ということにつきまし

ては、やはり市内の業者の方の最優先ということを、基本に考えて実

施しなきゃいけないと考えております。ただ、今予算、工事費、備品

ということで補正をさせていただいとりますけども、当然、公共事業

の場合につきましては、入札執行ということがございますので、原課

の方から入札執行伺いがありまして、それなりの設計なり、また、も

のの書類があがってきます。 

そういう基礎資料をもとに入札の選定要網に基づきまして、この工

事費と備品の発注もさせていただきたいと考えております。 

この備品の中にも、市内の業者さん、また医療関係等については今

回は補正をさせていただいておりますけれども、高度なやはり備品と

いう観点があるんではなかろうかと思いますので、充分その点につい

ては、市内の業者さんを中心に事業の実施をさせていただきたいと考

えております。 

これは、全体的な２つの目の執行にかかります考え方で実施させて

いただきたいと、そういうふうに思っています。 

○松 浦 議 長   はい。１４番 入本和男君。 

○入 本 議 員   はい。今の答弁では、１５ページからひとつずつ聞いていかにゃい

けんようになるわけでございまして、ここに予算積立したいうことは

既に、基本的な今の部長さんの説明は、重々私も分っているところで

ございます。 

よってですね、どういう部分が今の備品でも専門的なので安芸高田

市市内では購入できないと、これはどういうものがあると具体的に今
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精査しているわけでございまして、これは、方向性を聞いとるわけじ

ゃなくて、予算の内容の積立の内容について聞いとるわけでございま

して、ここに出とる以上ですね、予算を積み立てた以上は、地元業者

で予算を積み立てたか、そうか言うて、これは地元業者にないからこ

こに積み上げてきたんか、それは、担当部署が歴然としとるわけでご

ざいますので、もし、何なら改めて１５ページから順次伺っていかな

きゃならんのですが、その主旨も踏まえて各部で答弁をお願いしたい

と思います。 

○松 浦 議 長   それじゃ、手を挙げて答弁して下さい。 

          はい。総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   はい。それでは、総務部所管におきます、関係の方からご説明をさ

せていただきたいと思います。 

総務部におきます、まず１５ページの財産管理費の工事請負費でご

ざいます。１,０９８万５,０００円の工事請負費を計画させていただ

いておりますけれども、全体的な考え方の中では、庁舎関係のもので

ございます。最高の補修工事費が９５０万円の金額を思っております。 

そういったところが主たる工事になっておりまして、こうした内容

等につきましては、市内の建築のもっとられる業者さんは対応できる

んではなかろうかと思っております。 

それと、備品関係の地籍調査、１６ページでございますが、総務の

所管しております８７万円の自動車の購入でございますが、市内業者

で対応していきたいと考えております。総務部の方は以上でございま

す。 

○松 浦 議 長   はい。自治振興部長 田丸孝二君。 

○田丸自治振興部長   １５ページの自治振興費の中に、工事請負費７６５万６,０００円ご

ざいますが、これにつきましては、先ほどご説明申し上げましたよう

に、湯の森の関係の工事でありますけれど、いずれにしても、いずれ

の工事につきましても、原則的には市内業者で可能であろうという判

断をしております。 

ただ、塩素注入ポンプという特殊なポンプがございますので、これ

は状況によりましたら、市外業者を入れざるを得ない状況になるかも

分かりません。一応、原則的には、市内業者で可能だろうという考え

を現在はしております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   はい。続きまして、市民部長 廣政克行君。 

○廣政市民部長   １６ページの総務費、戸籍住民基本台帳の備品のシュレッターの購

入費でございます。 

原則的には８０万円以下というかたちになりますので、部の方で業

者選定が可能だと考えております。したがって、市内の業者で賄える

んではなかろうかと考えております。 

○松 浦 議 長   はい。続きまして、福祉保健部長 福田美恵子さん。 
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○福田福祉保健部長   はい。１７ページの９目の福祉センターのところの工事請負費でご

ざいますけれども、これは、客室のエアコンの取り替えとか、ロビー

へのエアコン、流し台設置ということで市内の業者さんでの見積りを

とらせていただいております。というかたちで、市内での対応が可能

かと思います。それと、次の保育所関係でございますけども、備品購

入が１７８万７,０００円、これは、吉田保育所、ひまわり保育所、来

原、船佐、僻地の川根保育所等でございますが、これらは、暖房器具、

ストーブ、それから幼児用いすとか幼児用の冷蔵庫、それから、ガス

オーブン等でございまして、それも、金額的にも市内での対応ができ

ると思っております。 

福祉保健部の方で１９ページの衛生費の関係の８の診療所のところ

でございますけれど、工事請負費の３６０万５,０００円につきまして

は、これは、美土里の診療所、佐々部もなんですけど、それぞれ屋根

の修理とか部屋のクロスの張り替えとか、そういったかたちのもので

ございまして、市内での対応が可能だと思っております。 

それと備品購入費でございますけれども、これは、美土里歯科診療

所の方の医療器具でございまして、これは市内での業者さんでは、ち

ょっと対応が難しいんではないかと思っております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   続いて、産業振興部長 清水盤君。 

○清水産業振興部長   それでは、２１ページでございます。農村整備費の工事請負費、５

４７万４,０００円でございますが、内容は、小規模のため池工事の２

ヶ所と、公園等の維持修繕工事でございますので、町内業者で対応し

ていきたいと思います。 

それから、２２ページの観光費の工事請負費５０万円ですが、これ

も市内業者の方で対応していきたいと思っております。 

それから、飛びまして、２８ページ、２９ページに災害復旧費がご

ざいますけど、これについても、市内業者で対応していきたいと思っ

ております。 

以上です。 

○松 浦 議 長   続いて、建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   失礼いたします。 

それでは、２３ページでございますが、道路維持の工事請負費１,１６

６万円でございますが、市内全域の道路維持でございますので、市内

業者での対応を考えております。また、３の道路新設改良費、これは

事業調整で工事請負費減額としておりますが、基本的には設計の内容

等にもよりますが、基本的には市内業者での対応をするように考えて

おるところでございます。 

それから、２４ページの住宅費の関係でございますが、住宅管理、

住宅建設につきましても、市内業者での対応ということで考えており

ます。 
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以上でございます。 

○松 浦 議 長   引き続き、消防長 村上紘君。 

○村上消防長   はい。２４ページの消防費の常備消防費関係の備品購入でございま

すが広報用の視聴覚資器材の購入ということでありますので、特殊な

資器材ではないと考えておりますので、市内の業者で対応できるもの

は対応していこうと考えております。 

○松 浦 議 長   はい。引き続き、教育次長 杉山俊之君。 

○杉山教育次長   はい。続きまして２６ページの小学校費の関係でございます。 

これにつきましては、維持修繕工事でありますので、市内業者で対応

していきたいと考えております。 

それと、アスベスト関係の工事費につきましては、市内業者にそう

いう資格業者がおるかどうか確認をさしていただきたいというふうに

考えます。中学校費工事請負費についても、アスベスト関連でござい

ますので、やはりそういう調査が必要であろうと考えます。 

それから、２７ページ、幼稚園の工事請負費ですが、これも先ほど

と同じでございます。それから、文化施設費の工事請負費１１５万５,

０００円。これは、各施設の維持修繕工事でございますので、町内業

者でやってくれると思います。 

２８ページ、学校給食費の関係でございます２３９万９,０００円。

これは、吉田、八千代、美土里、向原それぞれ市内業者でやっていた

だきたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   他に質疑ありませんか。 

          はい。１８番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   歳入の方でひとつお聞きしますが、大体去年の決算が締めたと思う

んですけど、特別会計からは入ってますから、一般会計からはその見

通しはどがなんか分かっとるが、数字として出されだったのか。 

それから、市長に、こういう補正予算を組む時に総務部長もそうな

んですが、備考欄に書いとったら、たいそう、たいそう聞くこといり

ゃーせんのよ。備考欄を活用する気があるんかどうか、もっと効率の

いい議会をしたいと思います。 

○松 浦 議 長   はい。 

答弁を求めます、総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   一般会計に伴います、１６年度の決算見込みの数字の計上という状

況にあろうかと思うんですけども、今回の補正の財源といたしまして

は、幸いにいたしまして、交付税の財源処置の利用財源ということが

早く財源確保できたということで、ある程度これを重要視させていた

だいて、今の補正を組まさせていただいておるわけでございます。 

ただ、一般会計の不用額的な関係になろうかと思いますけれど、当

然これは、各町ともいろんなかたちの方で、予算の繰越金に伴います

予算計上というのは、それぞれのかたちで実施されておりますけれど、
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やはり、ある程度の先に見込む、例えば１２月の補正の財源というも

のは当然、繰越財源等を充当しないと、一番大きな確保ができないん

かなという思いをいたしております。 

そういう財源を持ちながら年間通しての方向性もですね、確保して

おく必要があるんではなかろうかと思っております。それと同時に、

１８年度の予算編成に向けての財源確保というのは必要となってきま

すので、そこらについては、ある程度、財源留保に努めていきたいと

考えております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   はい。１８番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   部長が言われるのはそれでいいんですが、その去年の場合だったら、

地方交付税は分かっとっても、５月には出てこだった。同じじゃから

地方交付税は。それだったら今の１６年度の決算の見通しというのも

わかっとるなら書くべきじゃが、その見通しがまだつかめんのか。 

 さっきの答弁だったら次の来年の予算組むのに云々かんぬんですが、

それならそれのように、きちっと数字的にあるなら言うてもらわない

といけんし、分かっとりゃあここに書いても財源確保することはでき

ますよね。補正入れとっても。まだ分かっとらんのんですか、はっき

りした数字は。そりゃまだ締めてないから、決算をきちっとしとらん

けども、でも会計閉鎖しとるんだからおよそのぎりぎりの線までは発

表する必要ないかもしらんけど、まあどのくらいはできとるいうのは

わかっとるんでしょ、もう。ここでなぜ発表できない。そこは市長さ

んどがに思うてですか。 

○松 浦 議 長   はい。 

答弁を許します。市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   できるだけそういう数字を早くつかんでいきたいということは、今

議員さんのおっしゃるのと同じでございますが、なかなか事務レベル

では、かなり正確なところがつかめないと、発表することができんと

いう問題もありまして、ただ今総務部長が申し上げたとうりでござい

まして、今後ご意見はそのように我々もしていきたいと考えておりま

すので、ご了解賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   はい。１８番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   それから、備考欄の活用はどのように考えとるん。 

○松 浦 議 長   はい。総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   はい。この予算書の基本の書き方であろうと思いますが、まあ当然、

地方自治法の施行令に準じたもので掲げさせていただいております。 

そういう様式につきましては、本予算につきましては、事業別予算と

いうもので編成させていただいております。 

備考欄に掲げております事業ごとの予算で、例えば、そこにありま

す農村整備農の中の農村整備総務管理費というのをひとつの事業の枠

として計上させていただいております。その内容が節の方に全部分別
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させてあるというような予算の枠でございます。 

今後におきましては、できるだけそうしたわかりやすいという状況

の方もご要望等ございますけれど、基本のスタンスの予算の様式とい

うのは、これに準じたかたちの中で作成をさせていただいております。

そういうところが予算説明資料ということになっておりますので、予

算の基本原則の中ではこういう方法になろうかと思っております。資

料につきましては、今後先ほど来からご指摘いただいとるのもござい

ますので、どのようなかたちが一番見やすいかを内部的に検討させて

いただきたいと思っております。 

○松 浦 議 長   他に質疑ありませんか。 

          ３番 田中常洋君。 

○田 中 議 員   はい。３番、田中です。総務部長さんに先ほどの１５ページ、財産

管理のことでお尋ねします。 

先ほど、説明の中に旧根野小の体育館の除去についての調査費を、

計上してありますという説明があったわけですが、昨年、あれを除去

するかどうかということで、予算を支所としてはあげて欲しかったん

ですが、地元で、あれでもまだ活用があるんではないかということで、

昨年はまあ、除去の予算は見送られたというように聞いておるわけで

すが、先般の台風で、以前天窓のガラスが壊れたので、一気に風が入

ってそれの抜け道として、いわゆる旧根野小とグランドとの間に町道

があるわけですが、その町道の真上の所のガラスが破損して、いわゆ

る町道の方へ落下しているというのが、つい先だっての台風被害なん

ですが、あの町道については、すぐ上に保育園もありますし、解体し

た旧根野小学校の校庭では、グランドゴルフを毎日楽しんでおられる

という、非常に人通りの多いところでありますので、調査というのは、

まあ、調査していただいて、それでいくらいるよというのが出ると思

うんですが、その出たものは、これは緊急性があると思われるので１

２月の補正で即、上げていただき対応していただきたいと、これは要

望でありまして、ひとつお願いしておきたいことは、調査費が出て解

体をするという行為を執行に至るまでに、あそこは破損したガラスの

ところは、ちょうど町道の真上に出窓式に出たようなところでござい

ますので、町道の真上にギリギリのところに、まだガラスの窓がずら

っと並んでおりますので、一旦ああいうふうに風道になると、連続し

て破損するということが大いに予想されますので、応急的な処置が必

ず必要だと思いますので、その辺を含んでいただきたいと思います。

続きまして、直接担当の部長さんにお尋ねしたいと思います。 

建設部長さんにお尋ねするんですが、２３ページの道路改良のとこ

ろで、いわゆる委託料の２,３００万、工事費の５,２００万、公有財

産の２,７００万、これがこの大きな金額がすべて減額になり、補償費

の方に１億１,５００万という大きな金額が補正されておりますが、こ

こに至った経緯をちょっとこの大きな金額がこの補正で動くというの
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は何か緊急なことがあったんだと思うわけですが、この経緯について

を説明をお願いします。 

それから、２８ページの体育施設、３目そこで委託料のところにＢ

＆Ｇ海洋センター減額２００万とあるわけですが、この海洋センター

は高宮と八千代にあるわけですが、どちらもかなり年数がたっとるわ

けで、総務部長さんの説明は改修工事の云々と説明が聞こえたと思う

んですが、この施設を管理しておる両所長さんは、もうなんとか予算

をつけて、なんとか直して欲しいということで、この２００万が当初

予算でついた時に大変喜んでおられたんですが、これが補正で緊急性

をもっておるのか知りませんが、減額になるという、ここの減額にな

るという経緯についてをご説明を求めます。 

以上です。 

○松 浦 議 長   はい。ただ今の質問に対し答弁を求めます。 

          まず、建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   ただ今のご質問にお答えいたします。道路新設改良でございますが、

基本的にはこの中に県道の改良事業、国庫補助による道路事業、町特

定による道路事業３つが入っておりますが、県道につきましては、実

は、広島県建設事業負担金条例に基づきまして、負担金相当分につい

て財源を一般財源として事業を追加することによって、県との調整が

整ったということで、１０％相当額を負担しておりましたが、その分

について工事費で賄うという協議が整ったということで、ここへ説明

欄へあげさせていただきます。それを含めまして全体的に言えますこ

とは、特にご質問の委託料、これにつきましては、町特定の高地長屋

線でございますが、全線測量という思いを持っていましたが、やはり、

事業効果を早急に上げるためにということで、通行困難ヶ所等に絞っ

て測試をやるということで、２,０００万程度の減額。後、その他につ

きましては、業務発注等による精算をしております。それと県道委託

につきましても、業務発注による精算見込みで減額をし、合わせまし

て２,２９０万でございます。それから工事請負費が大きく減額をして

補償補填になっとりますが、この大きな要因としましては、用地補償

を優先して工事に早くとりかかりたいということがございます。 

そういう中で、ひとつ大きな点といたしまして、高林坊線におきま

してこれまでかなり難航しておりました用地が、前にいくという状況

が整いましたため、工事費などを減額いたしまして、用地補償の方へ

充当させていただいた、これが８,６００万程度ございます。それから、

中北川根線等につきましても工事等と合わせて考えておりましたが、

２戸の補償移転の用地費などが整うということで、これらに４,７７０

万程度追加したということで、基本的な考えといたしましては、現在

ある道路を早急に整備するために用地先行をさせていただきたいと、

それともうひとつは、やはり早急に整備するでためで、１．５車線的

なものの考え方で道路の整備をするということで、全般的な見直しを
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はからせていただいた中で、予算の組み替えをさしていただいたとい

うわけでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   はい。続いて教育次長 杉山俊之君。 

○杉山教育次長   ２８ページの保健体育費の、体育施設費の委託料の関係でございま

す。これは工事費ではございませんで、委託料でございますんですい

ません。説明の中にも書いてありますように、２００万円の減額を上

の総務管理費に２００万円の組み替えということでございます。当初

予算ではＢ＆Ｇ美土里の海洋センターにつきまして、８０８万５,００

０円工事費を計上しとったわけでございますが、一部工法の変更と入

札残に基づきまして２００万円減額残とさせていただき、体育施設総

務管理費の方へ組み替えをさせていただいて、工事の方をやらせてい

ただいたというわけでございます。 

まあ、八千代のＢ＆Ｇとか高宮のＢ＆Ｇとかいろいろ維持修繕工事

の要望もあるわけではございますが、今回はこういうふうに組み替え

させていただいて、対応させていただくということでございまして、

また各分室からの要望に基づいて、またの機会に計上をさせていただ

ければと考えますので、よろしくお願いいたします。 

○松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

これより議案第６３号、平成１７年度安芸高田市一般会計補正予算

第３号を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔起立多数〕 
起立多数であります。 
よって、本案は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第９ 議案第６４号 平成１７年度 安芸高田市国民健康保険 

特別会計補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長     日程第９、議案第６４号、平成１７年度安芸高田市国民健康保     

険特別会計補正予算第１号を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第６４号、議案名が平成１７年度安芸高田市国民健康保険特別
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会計補正予算でございます。本案は既定の歳入歳出予算の総額に、歳

入歳出それぞれ２２５万９,０００円を追加し、予算の総額を３６億５,

７０６万７,０００円とするものでございます。 

歳入につきましては、国庫支出金が１４万５,０００円。繰越金１億

９,４４４万７,０００円、諸収入が８６４万１,０００円それぞれ追加

し、療養給付費等交付金３８４万８,０００円、繰入金１億９,７１２

万６,０００円をそれぞれ減額するものでございます。 

歳出につきましては、総務費１５５万３,０００円、保健事業費７０

万６,０００円を、それぞれ追加するものでございます。よろしくお願

いします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

○福田福祉保健部長   議長。 

◯松 浦 議 長     福祉保健部長 福田美恵子さん。 

○福田福祉保健部長     失礼いたします。それでは議案第６４号、平成１７年度安芸高田市

国民健康保険特別会計補正予算第１号につきましての要点のご説明を

申し上げます。 

本補正予算は、平成１６年度安芸高田市国民健康保険特別会計の精

算に伴います、歳入の予算の財源組み替えが主たるものでございます。

それぞれ歳入歳出予算に、歳入歳出それぞれ２２５万９,０００円を追

加し、歳入歳出それぞれ３６億５,７０６万７,０００円とするもので

ございます。 

事項別明細書の６ページの方開いていただきたいと思います。まず、

歳入の要点をご説明申し上げます。款３国庫支出金、項１国庫負担金、

目２療養給付費等負担金の節２でございます、過年度分でございます

が、１４万５,０００円の増額でございます。これは、平成１６年度分

の精算分でございます。次の款５療養給付費等交付金の項１療養給付

費等交付金の目１、同じく療養給付費等交付金でございますが、３８

４万８,０００円の減額でございますが、これは、現年度分で退職者医

療交付金医療給付費分が７３１万円の減額。そして２節の過年度分で

ございますけども、１６年度退職者医療交付金が３４６万２,０００円

の増額でございます。 

続いて款９の繰入金、項２基金繰入金、目１の財政調整基金繰入金

でございますが、補正の方を１億９,７１２万６,０００円の減額でご

ざいますけれども、これは、平成１６年度の精算に伴いまして、繰越

金の計上による財調の方を減額をさしていただいております。 

次に７ページの方をお願いします。款１０の繰越金、項１繰越金、

目２その他繰越金の補正額が１億９,４４４万７,０００円でございま

すが、これが平成１６年度の精算に伴うものでございます。 

それから、次の款１１の諸収入、項３の雑入、目１の雑入８６４万

１,０００円でございますが、これは節２の一般被保険者第三者納付金
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として１３３万１,０００円。これが２件で１３３万１,０００円でご

ざいます。第３節の退職被保険者等第三者納付金として７３１万円。

これも２件で７３１万円でございます。 

以上が歳入の主なものでございます。 

次に８ページの方お願いします。次に歳出でございますけれども、

款１の総務費、項１総務管理費、目１の一般管理費の１５５万３,００

０円の増額でございますが、１１節の需用費、これは８５万３,０００

円でございますが、これは事務用品、窓空き封筒とか、受給者数の印

刷費等でございます。それから、１３節委託料でございますが７０万

円。これは連合会共同処理委託料の第三者行為業務委託料及び高額療

養費のシステム保守料等でございます。 

次の款１総務費の項２の徴税費、それから下にいきまして、項３の

運営協議会費、それから款２の保険給付費、項１の療養諸費、下にま

いりまして、項４の出産育児諸費等でございますけど、これらにつき

ましては１６年度の精算に伴いまして、繰越金の計上に伴い財源の変

更をさせていただきたいということでございます。 

それから次の９ページの款６の保健事業費、項１の保健事業費、１

目の保健衛生普及費７０万６,０００円でございますけども、これは、

吉田プールにおきます健康教室に要する経費のお願いをいたしており

ます。８節の報償費、これは健康教室をする上での講師への謝礼でご

ざいます。それから、１３節の委託料の４４万円。やはりこれもプー

ルでの健康教室に要します送迎、ふれあいバスの関係での委託料でご

ざいます。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。  

     お諮りします。 

          本案は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

           〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

はい、１６番 今村義照君。 

○今 村 議 員   被保険者のですね、現在における対象人数の推移について現在分か

っている範囲内でどう把握されておるかお伺いいたします。 

○松 浦 議 長   ただ今の質疑に対し、答弁を許します。 

          福祉保健部長 福田美恵子さん。 

○福田福祉保健部長   はい、すいません。現在直近の被保険者数でございますね。ちょっ

と手元に持っておりませんのですいません、後ほどお知らせしたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 
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〔質疑なし〕 

ないようですので質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより議案第６４号、平成１７年度安芸高田市国民健康保険特別

会計補正予算第１号の件を起立により採決いたします。 
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
〔起立多数〕 

起立多数であります。 
よって、本案は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１０ 議案第６５号 平成１７年度安芸高田市介護保険 

特別会計補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第１０、議案第６５号、平成１７年度安芸高田市介護保険特別

会計補正予算第１号の件を議題といたします。  

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長     はい、議長。議案第６５号、議案名が平成１７年度安芸高田市介護

保険特別会計補正予算でございます。 

本案は既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３,５７６万

３,０００円を追加し、予算の総額を３２億２,６９６万８,０００円と

するものでございます。 

歳入につきましては、繰越金３,５７６万３,０００円を追加し、歳

出につきましては、総務費６９万円、諸支出金２,７９０万６,０００

円、予備費７１６万７,０００円をそれぞれ追加するものでございます。

よろしくお願いをいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長より要点の説明を求めます。 

◯福田福祉保健部長   はい。 

◯松 浦 議 長   福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長    それでは、議案第６５号、平成１７年度安芸高田市介護保険特別会

計補正予算第１号についての要点の説明を申し上げます。 

今回この補正予算につきましては、平成１６年度安芸高田市介護保

険特別会計の精算に伴いまして、平成１６年度分介護給付費国県負担

金、特にですね、９月３０日に支払期限のございます支払基金交付金

の返還金が生じておりますので、今回補正をお願いいたしました。そ

れでは、事項別明細書の６ページをお開きくださいませ。 
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まず、歳入でございますが、款９繰越金、項１繰越金、目１繰越金

の補正額３,５７６万３,０００円でございますが、これは平成１６年

度の精算によるものでございます。 

次に７ページの歳出でございます。款１総務費、項１総務管理費、

目１一般管理費の６９万円の増額でございますが、これは正規の職員

が１０月中旬くらいから産休に入ります。それの代替臨時職員の賃金

を６９万円ほどお願いをいたしております。 

それから次の、款５諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目２償

還金で２,７９０万６,０００円の増額でございますが、これは、２３

節の償還金利子及び割引料の方を見ていただきたいと思いますが、償

還金で先ほど言いました１６年度の精算によりまして、平成１６年度

介護給付費国庫負担金の返還金が９８９万５,０００円。それから同じ

く介護給付費支払基金交付金への返還金が１,５９１万６,０００円。

それから同じく介護給付費県負担金への返還金が２０９万５,０００

円でございまして、先ほど言いましたように９月３０日が支払期限の

ものがございますので、今回補正であげさせていただいとります。 

次の款６予備費の方に７１６万７,０００円計上させていただいて

おります。 

よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。  

     お諮りします。 

          本案は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

          これにご異議ありませんか。 

           〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め委員会への付託を省略いたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

１０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   １０番、熊高です。補正の主な内容というのは繰越金ということで

ありますが、１０月に一部改正があろうと思うんですね。そこらの影

響はまったく考えていない予算ということでしょうか。 

○松 浦 議 長   答弁を求めます。 

          福祉保健部長 福田美恵子さん。 

○福田福祉保健部長   はい。今回この繰越金でございますけども、まだ決算出てはおりま

せんけど、あくまで、精算ということでの繰越金を計上させていただ

きまして、１０月の法改正に基づきますものについては、今のとここ

の中には反映をいたしておりません。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   はい。１０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   １０月からの予算執行上問題になるところはないというふうに理解

をしてよろしいんですか。それともまた途中で補正をするのか、もう
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少し詳しく言えば、１０月の改正の内容を、少しどういった点か説明

していただきたいと思います。 

○松 浦 議 長   答弁を求めます。 

          福祉保健部長 福田美恵子さん。 

○福田福祉保健部長   誠にすいません。１０月の改正点におきまして、当初予算を組みま

してその中でできると思っておりますけども、具体的にその部分がこ

ちらの方から予算の方から、どれだけ出さなければならないというこ

とかちょっと把握していないので、回答ができませんけどもご了承願

いたいと思います。 

○松 浦 議 長   暫時休憩。２０分まで。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ３時０９分 休憩 

午後 ３時２０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   それでは再開をいたします。 

          ただ今熊高議員の質問に対しまして、担当課長の答弁を求めます。 

          沖野和明君。 

○沖野高齢者福祉課長   議長。それでは熊高議員さんのご質問にお答えします。 

          ご質問の内容は、介護保険の１０月の改正の影響を補正予算で反映

しているか、また１０月からの執行上、問題がないかという主旨でご

ざいます。 

介護保険の１０月の法改正は施設入所者と在宅におられる方の負担

の公平さをはかるため、施設入所者の居住費、つまり各部屋の光熱費

等でございますが、それと食費材料費は既に自己負担となっておりま

すが、調理費相当分が、現在介護報酬の中に入っております。この居

住費と食費を介護報酬からぬいて、自己負担にもっていくものが、大

きな法改正でございます。これは、介護保険入所３施設とディサービ

ス、通所事業が食費がございますので、この４つのサービスが影響し

てまいります。介護報酬から自己負担に移行するということは、介護

保険財政から見ますと、介護報酬の方からなくなるということになり

ますので、保険運営の面から申しますと、支出のマイナスという結果

が出てくるものと考えております。 

なお、今回の保険に反映してない理由につきましては、居住費と食

費が低所得者対策がございまして、所得に応じた自己負担の上限額が

決まっております。この上限額と国が示した基準額との差額を介護保

険が施設に補填をしていくという、そういうかたちになりますので、

所得階層等の見極めが現在すべてついていない状況でございまして、

今回の補正予算の方へ反映をさせておりません。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

○入 本 議 員   議長。 
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○松 浦 議 長   はい。１４番 入本和男君。 

○入 本 議 員   はい。歳出の方で一般管理費の賃金、産休で６９万円と言われたわ

けでございますが、産休については、現在の少子化の中で非常に喜ば

しいことですが、その半面賃金が発生するという中でですね、当初予

算におきましても市長は１割カットという財政難のおり、そういう施

策で今日まで全員職員ならびに議会等もですね、減給しながら協力し

とるわけでございますが、逆に言えば、事務員を減さなけばいけない

という中で、産休というものは事前にわかるものでして、事務効率と

か行革の面でこれはやむを得ずどういう対策をとっても、ただ産休だ

から即雇用するという安易なものか、いろいろな方面からチェックし

た結果、こういう賃金が生まれたのかそのあたりを伺うもんでござい

ます。 

○松 浦 議 長   はい。答弁を求めます。 

          福祉保健部長 福田美恵子さん。 

○福田福祉保健部長   はい。賃金の６９万円の産休代替の賃金でございますけども、今後、

今もありましたように法改正等ございましたり、介護保険計画等今後

の法改正によりまして、介護保険制度のいろいろなかたちでの計画書

をつくり、それに向けての今度地域包括支援センターとかいろいろ変

わってまいりますけども、それらにも職員として職員が一人欠けるこ

とによって、そうした事務が遅れるということもあったらいけません

ので、どうしても一人ほど産休で、じゃあ補填せずにできるかという

かたちではなっくって精査したかたちの中で、産休代替をお願いした

いということでございます。 

○松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

はい。１番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   先ほど別のとこいきましたけども、今回の産休代替ですけど、それ

は直接雇用ですか、それとも人材派遣による雇用ですか。 

○松 浦 議 長   はい。答弁を求めます。 

          福祉保健部長 福田美恵子さん。 

○福田福祉保健部長   はい。正規の職員の産休につきましては、行政が直接採用させてい

ただくというかたちになっております。 

以上です。 

○松 浦 議 長   他に質疑ありませんか。 

          １０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   はい。こういった方の職員のいろいろな手当ですね、これはどのよ

うになっていますか。一般の職員の差があるんかないんかお伺いしま

す。 

○松 浦 議 長   答弁を許します。 

          福祉保健部長 福田美恵子さん。 

○福田福祉保健部長   はい。一般職の代替ですから手当があった方がいいとは思いますけ

ども、普通の一般の臨時職員ということで日額６千円の賃金のみでご
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ざいます。他の手当等についてはございません。 

○松 浦 議 長   はい。１０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   業務委託等と比べてどうでしょうか。まったく同じなんでしょうか。 

○松 浦 議 長   はい。答弁を求めます。 

          総務課長 高杉和義君。 

○高杉総務課長   育児休暇に伴います、産後休暇に伴います、代替職員の身分は臨時

職員等の規定で今部長が言いましたように、日額６千円でございます。

人的業務委託の社員の方等も金額は一緒でございます。 

○熊 高 議 員   手当を聞いとるんですけど。 

○高杉総務課長   手当につきましては、通勤手当等一切支給されておりません。 

○松 浦 議 長   はい。１１番 青原敏治君。 

○青 原 議 員   はい。関連になろうかと思いますけど、この４月から人的業務委託

ということで実施しておる、そことの整合性ですね。そこらをやはり

きちっと整理せにゃあいけんのんじゃないのかと。これは直接雇用よ、

これは業務委託よ、というようなかたちできちっと精査してやらんと

いけんのんじゃないかと思いがするんですが、一般職については業務

委託ということになっておりますので、そこらあたりの整合性をちょ

っと説明をお願いします。 

○松 浦 議 長   はい。総務課長 高杉和義君。 

○高杉総務課長   はい。臨時職員の雇用には２つ種類ございまして、育児休暇等につ

きましては、その育児休業に対する手当等といたしまして、その期間

につきましては、臨時的に雇用することができることになっておりま

す。 

この安芸高田市におきましては、臨時職員等については、２ヵ月を

限度として１回更新するという、短期の期間での臨時職員等を雇用す

ることにしています。それ以外の臨時職員の対応につきましては人的

業務委託と言いますか、保育所で言いますと大新東さん、それ以外の

施設等につきましては、安芸高田市の地域振興事業団の方へそれぞれ

お願いしております。 

○松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

          １番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   この産休代替についてなんですけど、確かに一般臨時職ということ

で日額６千円というのは分かるんですけど、今現場で問題になってる

のは、産休においては日額で出るわけですよね、直接雇用の場合。そ

れに対して例えば、勤務外、残業ですよね、一般に言われる。それが

発生した場合は残業費が出ない。そのような問題があるというふうに

聞いとります。特に職員の方が帰られても仕事が残れば、そこをやっ

ていかないといけないという対応を迫られ、やはり、そういうことも

出てきてるように現場の方で聞いております。 

しかしながらですね、人材派遣については残業についても支給があ

ると思うんですね。そのあたり、精査とれているかどうなのか確認し
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たいんですけど。 

○松 浦 議 長   はい。答弁を求めます。 

          総務課長 高杉和義君。 

○高杉総務課長   はい。日額８千円、時給７５０円ですから、基本的になるのは時給

の７５０円が基本になります。そして時間外の対応でございますが、

基本的には臨時職員等には時間外をさせないようにということでの指

導をしております。 

ただ、やむを得ず時間外になった場合には、それ相当の時間外の手

当は支給するようにしております。 

○松 浦 議 長   はい。１番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   はい。すいません、今の答弁の中で、日額８千円と言われましたけ

ど、部長は日額６千円と言われましたが、どちらが正しいんでしょう

か。 

○松 浦 議 長   総務課長 高杉和義君。 

○高杉総務課長   失礼いたしました。時給７５０円、日額６千円です。 

○松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りします 

これより議案第６５号、平成１７年度安芸高田市介護保険特別会計

補正予算第１号についての件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
〔起立多数〕 

起立多数であります。 
よって、本案は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１１ 議案第６６号 平成１７年度安芸高田市公共下水道事業 

特別会計補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第１１、議案第６６号、平成１７年度安芸高田市公共下水

道事業特別会計補正予算第１号の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長      議案第６６号、議案名が平成１７年度安芸高田市公共下水道事業特

別会計補正予算第１号でございます。 

本案は既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,３３０万

２,０００円を追加し、予算の総額を４億５,６２７万６,０００円とす
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るものでございます。 

歳入につきましては、繰入金１５０万円、繰越金９９９万５,０００

円、諸収入１８０万７,０００円をそれぞれ追加するものでございます。 

歳出につきましては、施設費３３０万７,０００円、諸支出金９９９

万５,０００円をそれぞれ追加するものでございます。よろしくお願い

いたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

○金岡建設部長   議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   議案第６６号の要点のご説明を行います。 

          まず、歳入でございますが、６ページをお願いします。５款繰入金、

１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金といたしまして１５０万円を

計上させていただいております。 

６款繰越金、１項繰入金でございますが、平成１６年度繰越金額の

確定によるもので、９９９万５,０００円を計上させていただいており

ます。 

７款諸収入、１項雑入１０８万７,０００円でございますが、これは

施設への落雷による修繕費等への保険金の収入でございます。 

次に歳出でございますが、７ページをお願いします。１款施設費、

１項施設管理費ですが、これは今申し上げました施設の修繕費で需用

費１０８万７，０００円を計上させていただいております。工事請負

費ではマンホール周辺の道路補修として１５０万円。 

４款の支出金の一般会計繰出金といたしました繰出金の額の確定に

伴い、９９９万５，０００円を計上させていただいておりまして、補

正予算総額では１，３３０万２，０００円でございます。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。  

     お諮りします。 

          本案は委員会への付託を省略いたします。 

          これにご異議ありませんか。 

           〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め委員会への付託を省略いたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 
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討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りします。 

これより議案第６６号、平成１７年度安芸高田市公共下水道事業特

別会計補正予算第１号の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
起立多数であります。 
よって、本案は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１２ 議案第６７号 平成１７年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業 

特別会計補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第１２、議案第６７号、平成１７年度安芸高田市特定環境保全

公共下水道事業特別会計補正予算第１号の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第６７号、議案名が平成１７年度安芸高田市特定環境保全公共

下水道事業特別会計補正予算第１号でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６６８万３,

０００円を追加し、予算の総額を１０億１,３４９万１,０００円とす

るものでございます。 

歳入につきましては、繰入金５３５万４,０００円、繰越金４６万８,

０００円、諸収入８６万１,０００円をそれぞれ追加するものでござい

ます。 

歳出につきましては、施設費６２１万５,０００円、諸支出金４６万

８,０００円をそれぞれ追加するものでございます。よろしく審議を賜

りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長より要点の説明を求めます。 

          建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   議案第６７号の要点の説明を行ないます。まず歳入でございます。     

６ページをお願いします。６款繰入金、１項他会計繰入金、一般会

計繰入金でございますが、５３５万４,０００円を計上させていただい

ております。 

７款繰越金でございますが、平成１６年度の繰越金額の確定による

もので４６万８,０００円でございます。８の諸収入１項の雑入でござ

いますが８６万１,０００円は、落雷による機器修繕の保険金の収入で

ございます。 

次に歳出でございますが、７ページをお願いします。１款施設費、

１項施設管理費でございますが、甲田処理区におきまして落雷による

施設機器の修繕及び設備機器の保守点検業務委託として、合わせまし
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て５２１万５,０００円。向原処理区では、施設の修繕費で１００万円

を計上させていただいております。 

４款諸支出金の一般会計繰出金としましては、額の確定に伴い４６

万８,０００円を計上させていただいております。 

補正予算総額といたしましては、６６８万３,０００円でございます。

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

お諮りします。 

本案は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はございまませんか。 

〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより議案第６７号、平成１７年度安芸高田市特定環境保全公共

下水道事業特別会計補正予算第１号の件を起立により採決いたします。 
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
〔起立多数〕 

起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決をされまし

た。 
～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１３ 議案第６８号 平成１７年度安芸高田市農業集落排水事業 

特別会計補正予算（第１号） 

○松 浦 議 長   日程第１３、議案第６８号、平成１７年度安芸高田市農業集落排水

事業特別会計補正予算第１号の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

          提出者から提案理由の説明を求めます。 

          市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   はい。議案第６８号、平成１７年度安芸高田市農業集落排水事業特

別会計補正予算第１号でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出をそれぞれ１,５４

５万４,０００円を追加し、予算の総額を１０億６,６５９万３,０００
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円とするものでございます。 

 歳入につきましては、使用料及び手数料１００万円、繰入金１,２２

６万５,０００円、繰越金５８万９,０００円、諸収入１６０万円をそ

れぞれ追加するものでございます。 

歳出につきましては、施設費１,４８６万５,０００円、諸支出金５

８万９,０００円をそれぞれ追加するものでございます。 

          よろしく審議賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

          この際担当部長から要点の説明を求めます。 

          建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   議案第６８号の要点を説明を行います。 

まず歳入でございますが、６ページをお願いいたします。２款使用

料及び手数料、１項使用料でございますが、現年度分といたしまして

１００万円の計上をさせていただいております。 

５款繰入金、１項他会計繰入金の一般会計繰入金としましては１,

２２６万５,０００円を計上させていただいております。 

６款の繰越金でございますが、額の確定によるもので５８万９,００

０円を計上させていただいております。 

７款諸収入の雑入１６０万円につきましては、落雷による機器の修

繕のための保険金収入でございます。 

次に歳出でございますが、８ページをお願いします。１款施設費、

１項施設管理費でございますが、需用費につきましては、各施設の修

繕や消耗品などあわせて２８７万５,０００円計上しております。役務

費につきましては、これは合併以前から、清流園での汚泥処理能力の

限界により、し尿業者等に対しまして投入制限を余儀なくされており

ました。このため、臨時的措置としまして、吉田、甲田の公共下水道

処理場へ投入することでカバーをしてきとるとこでございますが、そ

の後、浄化槽の普及拡大により汚泥処理量もますます増加しておりま

す。今年度からその対策として、移動脱水車による各農業集落排水施

設においての汚泥を直接脱水ケーキ状になったものを運び出すという

ことで、清流園の持ち込み量を減量化することしとります。これより、

これまで清流園に持ち込んでおりました汚泥処理費用は軽減されます

が、新たな脱水業務により、脱水車の運転経費と脱水ケーキ運搬及び

リサイクル経費などが必要となり、今回その処理費用として各処理区

あわせまして１,１９９万円を追加させていただいたものでございま

す。 

なお、この移動脱水車につきましては、当初予算では国の補助事業

により市で購入を予定していましたが、市内のし尿処理を行っており

ます３業者が独自に購入を行い、既に県等への許可も取得して、それ

ぞれ試運転研修も重ねているところでございます。今回この移動脱水

車の導入により、脱水業務など新たな汚泥処理費用がかかることとな
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りますが、現在行っております。吉田、甲田処理場での臨時投入処理

や、浄化槽汚泥の投入制限などの解除につながり、市内の汚泥適正化

処理がはかれるものと大きな期待をしとるところでございます。また、

移動脱水車の導入にあたりましては、市内の３業者が共同購入という

ことで市の持ち出しはございません。 

それから、次に４款の諸支出金、１目一般会計繰出金でございます

が、額の確定に伴い５８万９,０００円の計上をさせていただいており

ます。補正予算総額といたしましては、１,５４５万４,０００円でご

ざいます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

          お諮りします。 

          本案は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑はありませんか。 

           〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

          これより討論に入ります。 

          討論はありませんか。 

           〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

          お諮りいたします。 

          これより議案第６８号、平成１７年度安芸高田市農業集落排水事業

特別会計補正予算第１号の件を、起立により採決いたします。 

          本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

           〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

          よって本案は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１４ 議案第６９号 平成１７年度安芸高田市浄化槽整備事業 

特別会計補正（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第１４、議案第６９号、平成１７年度安芸高田市浄化槽整備事

業特別会計補正予算第１号の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

      市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   はい。議案第６９号、議案名が平成１７年度安芸高田市浄化槽整備

事業特別会計補正予算第１号でございます。 
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本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３４９万

９,０００円を追加し、予算の総額を３億３,５３５万１,０００円とす

るものでございます。 

歳入につきましては、繰入金３３８万２,０００円、繰越金が１１万

７,０００円をそれぞれ追加するものでございます。 

歳出につきましては、施設費が３３８万２,０００円、諸支出金１１

万７,０００円をそれぞれ追加するものでございます。 

よろしくお願いをいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

          建設部長 金岡英雄君。 

◯金岡建設部長      失礼いたします。議案第６９号の要点のご説明を申し上げます。 

歳入でございますが、６ページをお願いいたします。５款繰入金、

１項他会計繰入金の一般会計繰入金でございますが、３３８万２,００

０円を計上いたしております。 

６款の繰越金でございますが、額の確定によるもので１１万７,００

０円でございます。 

次に歳出でございますが、７ページをお願いいたします。１款の施

設費、１項の施設管理費でございますが市設置型、個人設置型の浄化

槽のブロア等の修理代として需用費３３８万２,０００円を、また４款

諸支出金一般会計繰出金といたしましては、額の確定に伴い１１万７,

０００円追加計上させていただき、予算総額といたしましては補正予

算の総額といたしましては、３４９万９,０００円でございます。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

          お諮りします。    

          本案は、委員会への付託を省略いたします。 

これにご異議ありませんか。 

           〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め委員会への付託を省略をいたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより議案第６９号、平成１７年度安芸高田市浄化槽整備事業特
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別会計補正予算第１号の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
 〔起立多数〕 
起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１５ 議案第７０号 平成１７年度安芸高田市簡易水道事業 
      特別会計補正予算（第１号） 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   日程第１５、議案第７０号、平成１７年度安芸高田市簡易水道事業

特別会計補正予算第１号の件を議題といたします。 
          この際、議案の朗読を省略いたします。 
          提出者から提案理由の説明を求めます。 
          市長 児玉更太郎君。 
○児 玉 市 長   議案第７０号、議案名、平成１７年度安芸高田市簡易水道事業特別

会計補正予算第１号でございます。  
          本案は、既定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ４,１７９万１,

０００円を追加し、予算の総額を１０億９,１５９万２,０００円とする

ものでございます。 
歳入につきましては、繰入金５０４万７,０００円、繰越金３,６７４

万４,０００円をそれぞれ追加するものでございます。 
歳出につきましては、総務費３６万９,０００円、施設費４６７万８,

０００円、諸支出金３,６７４万４,０００円をそれぞれ追加するもので

ございます。よろしく審議をいただきたいと思います。 
○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 
          この際、担当部長から要点の説明を求めます。 
          建設部長 金岡英雄君。 
○金岡建設部長   失礼いたします。議案第７０号の要点のご説明を行います。      
          歳入でございますが、６ページをお願いします。６款繰入金、１項

他会計繰入金の一般会計繰入金の５０４万７,０００円でございます

が、計上させていただいておりますが、そのうち３９７万８,０００円

は、落雷による被害の保険料相当額を一般会計から繰り出しをさせて

いただいたものでございます。 
７款繰越金、１項繰越金３,６７４万４,０００円でございますが、繰

越金額の確定によるものでございます。 
 次に歳出でございますが、７ページをお願いします。１款総務費、

１項総務管理費の一般管理費ですが、吉田給水区におきまして、実は

これは、水道課の方で病気休暇が１名ございます。そういう関係で水

道事業の事務補助として人的業務委託料として３６万９,０００円の

追加のお願いをさせていただくものでございます。 
２款の施設費、１項の施設管理費でございますが、吉田、高宮給水

区におきまして、落雷によるテレメーター等の施設被害の修繕と、八
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千代町の給水区のポンプ施設修繕及び揚水機等の修繕費などの需用費

で合わせまして、５８２万８,０００円追加させてもらっています。委

託料につきましては、取水上水場の監視業務委託の精算見込みにより

１５万円の減額をさせていただいております。また、備品購入でメー

ター機費用を需用費の方に振り替えさせていただいたため、１００万

円減額しておりまして、合わせまして４６７万８,０００円の追加をさ

せていただいております。 
次に８ページの歳出でございますが、２項施設管理費で節内での予

算組み替えを行ったもので補正はございません。内容といたしまして

は、吉田、丹比、可愛地区、甲田、高地長屋地区の補助事業清算見込

みが計画修正等に伴うので、事業費で２１万７,０００円減額し、これ

を旅費の方へ充当をさせていただいております。委託料では７７４万

２,０００円の減額ですが、吉田、甲田給水区の測量試験費業務費用な

ど事業調整によるものでございます。使用料及び賃借料８２万９,００

０円につきましては、吉田給水区の中馬配水用地につきまして地籍調

査がまだできていないという関係で、分筆が困難であるということが

ございまして、用地の対象の一部を有償による使用貸借により用地を

確保予定するため、４６万１，０００円計上させていただいておりま

す。 
また、この他事務機器の借り上げ費用として３６万８,０００円を計上

させていただいております。用地購入費では、先ほど申し上げました

中馬調整池の用地で分筆が伴わない用地につきましては、用地購入費

として３８万６,０００円を計上させていただいております。また甲田

給水区の高地長屋では今後配水池の計画変更を現在行っておりまして、

用地取得につきましては来年度に変更したいということで１５０万円

を減額しております。また、これらに伴いまして、立木補償費１１４

万９,０００円を減額を行っております。なお国庫補助事業としての調

整のため、減額した同額の９２３万９,０００円を、高地長屋地区の上

水場建設費用として工事請負費に追加計上させていただいております。

補正予算の総額といたしましては４,１７９万１,０００円でございま

す。 
以上でございます。 

○松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 
          お諮りします。 
          本案は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 
          これにご異議ありませんか。 
           〔異議なし〕 
○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 
          これより質疑に入ります。 
          質疑はありませんか。 
           〔質疑なし〕 
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○松 浦 議 長   質疑なしと認めます。 
これをもって質疑を終結いたします。 

          これより討論に入ります。 
           〔討論なし〕 
○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 
          お諮りいたします。 
          これより議案第７０号、平成１７年度安芸高田市簡易水道事業特別

会計補正予算第１号の件を、起立により採決いたします。 
         本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
           〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。 
          よって、本案は原案のとおり可決されました。 
          なお、この際、先ほど今村議員さんの方から議案第６４号で質問が

ありました、被保険者の数等についての答弁を福祉保健部長に求めま

す。 
○福田福祉保健部長   はい。 
○松 浦 議 長   どうぞ。 
○福田福祉保健部長   はい。失礼いたします。 

先ほど今村議員さんの方から国保の被保険者直近の被保険者数のご

質問がございました。世帯数がですね、これ、８月末ですけども、世

帯数が７,８４４世帯、それから、被保険者数が総人数で１万４,１７４

名でございます。 
よろしくお願いいたします。 

○松 浦 議 長   はい。それから、監査の件で書類をということがございました。そ

の件につきましては、局長よりちょっと。 
○増 本 局 長   監査委員に対する答弁があって、後刻事務局からということでござ

いましたが、今日ちょっとその資料等が間に合わないので後日にして

いただきたいという申し出がありましたので、また後日よろしくお願

い申し上げます。 
～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でございました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後３時５９分 散会 

 
 
 
 
 
 
 



 74

 
 
 
地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
 

 

安芸高田市議会議長 

 

 

 

安芸高田市議会議員 

 

 

 

安芸高田市議会議員 

 

 
 


